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改訂に際して

令和�年�月から，調剤報酬・診療報酬が改定されました。今回の改定は，新型コロナウイルス感

染症拡大によって明らかになった課題等に対応するための効率的・効果的で質の高い医療提供体制の

構築や，安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革の推進等を図るものです。

調剤報酬については，⑴薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進（①薬局薬剤師業

務の評価体系の見直し，②対人業務の評価の拡充），⑵薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し，

⑶在宅業務の推進，⑷ＩＣＴの活用が主要な改定のポイントとなりました。

調剤基本料については，損益率の状況等を踏まえて，同一グループ全体の処方箋受付回数又は店舗

数が多い薬局に係る評価を見直しました。特別調剤基本料については，医薬品備蓄の効率性等を考慮

して評価を見直し、点数を引き下げました。

調剤技術料及び薬学管理料については，対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から評価体系

を大幅に見直し，これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務を評価する薬剤

調製料を新設しました。また，同じく調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析及び調剤設

計等と，薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴管理に係る業務を評価する調剤管理料を新

設しました。さらに，これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務を

評価する服薬管理指導料を新設しました。

在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点からは，訪問薬剤管理の要件等に応じた評価の見

直しを行い，在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算及び在宅中心静脈栄養療法加算を在宅患者訪問薬

剤管理指導料等に新設しました。また，医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から，医療的ケ

ア児の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合の小児特定加算を新設しました。

このほか今回の改定では，症状が安定している患者について，薬剤師及び医師の適切な連携の下，

一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設けました。また，オンライン服薬

指導に係る薬機法の見直しを踏まえて，情報通信機器を用いた服薬指導等の要件及び評価を見直しま

した。さらに，オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報や特定健診情報を取得し，当該

情報を活用して調剤等を実施した場合の電子的保健医療情報活用加算の新設等も行っています。

本書は，調剤報酬の算定・請求に必要な情報を，実務上活用しやすいよう編集し，法令上の根拠と

ともに示したものです。保険診療における薬剤関係の実務に携わる方々のために，幅広い視点から必

要な情報を網羅しており，広くご活用いただければ幸いです。

令和�年�月

編 者



凡 例

�．本書は，調剤報酬点数表編，疑義解釈編及び薬剤使用に関する点数表の解釈編並びに関係法規・通知編より成

る。

	．各編（関係法規・通知編を除く）においては，告示された調剤報酬点数表の部分は各頁の左欄に，それらに関

する留意事項通知や解説を対応する右欄に記載した。

なお，次の通知の発簡番号については，それぞれ次の記号により表示している。

① 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

（令和�年
月�日保医発0304第�号）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀
留

② 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

（令和�年
月�日保医発0304第
号）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀
特


．従来の通知により，告示項目にない医療行為等でその準用が定められているものについては，極力収録しその

配列も発見に便利なように類似項目の部分に収載したつもりである。そしてそれらのものの大部分は，更に見や

すいように見出しを左欄に記したが，告示項目自体と紛れないように（ ）を附しかつ下げて記載してある。

更に検索の利便を図るため，巻末に索引を設けた。

�．関係法規・通知編においては，保険調剤に関係の深い法令・通知を収載した。

編 者



左欄は「診療報酬の算定方法」（点数
表告示）の中の調剤報酬点数表をその
ままの形で掲載しています。
区分番号・項目，点数は太字としてい
ます。

調剤報酬点数表編（P.13～114）のみかた

薬剤使用に関する保険診療上の取扱い（P.159～322）のみかた

薬価基準に収載された薬剤・メーカー名
等です。右欄の留意事項等の内容が同じ
場合，発出時期が異なってもまとめて掲
載していることがあります。

出典を示しています。この例
の場合，平成23年11月28
日に発出された厚生労働省保
険局医療課長による通知，
「保医発1128第１号」が出
典です。

出典が複数ある場合，別の法令・
通知等により改正等が行われ，
現在の文言になっていることを
示します。この例の場合，「保
医発 1214 第 1 号」により，
左欄の薬剤が追加されていま
す。

左欄の告示に関連して別途定められた施
設基準告示の解釈を示すために厚生労働
省が発出した通知（令和４年3月４日保
医発0304第 3号）であることを示し
ます。

左欄の告示に対し厚生労働省が発出した「留
意事項通知」（令和４ 年 3 月 ４ 日保医発
0304第 1号）であることを示します。
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（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

小包装医薬品の円滑な供給について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

小包装の薬価基準収載医薬品の供給確保について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

小包装医薬品の円滑な供給について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀862

処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリ

の利用について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀863

薬事法の一部を改正する法律等の施行等について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀863

内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報

告書の公表について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀868

電子メール等による処方内容の電送等について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀875

お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀875

保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀878

オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて ㌀878

（参考）処方箋及び調剤録の取扱いについて ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀879

	 薬局機能等

調剤薬局の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀884

調剤薬局の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀884

薬局業務運営ガイドラインについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀885

薬局業務運営ガイドラインについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀885

薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀889

薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留

意点について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀891

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行につい

て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀896

薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等につい

て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀897

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の

施行等について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀899

「薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表につい

て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀901

患者のための薬局ビジョン ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀904

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等

について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀908

薬局医薬品の取扱いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀924

薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀926

医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売販売業者に

関する相談窓口の設置等について（依頼）（通知） ㌀㌀㌀926

医療機器の分割販売について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀928

調剤業務のあり方について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀929

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保

等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施

行について（オンライン服薬指導関係）（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀929

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施

行について（オンライン服薬指導関係）（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀933


 麻薬等の取扱い

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省

令の制定について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀936

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省

令の制定について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀938

塩酸メチルフェニデート（リタリン）その他向精神薬

の適正使用，処方せんに係る疑義照会の徹底等につ

いて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀940

塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意

事項について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀941

向精神薬等の処方せん確認の徹底等について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀942

向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について

（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀942

在宅医療のために処方されるバルーン式ディスポーザ

ブルタイプの連続注入器に入った麻薬注射薬の取扱

いについて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀943

在宅医療の推進のための麻薬の取扱いの弾力化につい

て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀943

� 介護保険との調整

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀944

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準（省令） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀945

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（訪問通所サービス，居宅療養管理指導及び福祉

用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀947

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀951

医療保険と介護保険の給付調整（健保法・高齢者医療

確保法） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀952

要介護被保険者等である患者について療養に要する費

用の額を算定できる場合（告示） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀952

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び

医療保険と介護保険の相互に関連する事項等につい

て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀954

薬局等勤務薬剤師の介護支援専門員等との兼務につい

て（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀958

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いに

ついて（通知） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀958

� 参考資料

薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する

業務ガイドライン（第	版）（日本薬剤師会） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀959
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診療報酬の算定方法

◉厚生労働省告示第59号

健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第	項（同法第149条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第71条第�項の規定に基づき，診療報酬の算定方法を次のように定

め，平成20年�月�日から適用し，診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）は，平成20年
月31日

限り廃止する。ただし，この告示の別表第一区分番号Ａ100の注�ただし書，区分番号Ａ102の注�ただし書及び区

分番号Ａ105の注�ただし書に係る規定は，平成20年月�日から適用し，同年
月31日において現にこの告示に

よる廃止前の診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）の別表第一区分番号Ａ308に係る届出を行っ

ている病棟であって，この告示の別表第一区分番号Ａ308に係る届出を行っていないものにおける回復期リハビリ

テーション病棟入院料の算定については，同年�月30日までの間は，なお従前の例による。

平成20年
月�日 厚生労働大臣 舛 添 要 一

一部改正：

平成20年�月30日 厚生労働省告示第349号（平成20年月�日から適用）

平成20年�月30日 厚生労働省告示第468号（平成20年10月�日から適用）

平成22年
月�日 厚生労働省告示第 69号（平成22年�月�日から適用）

平成24年
月�日 厚生労働省告示第 76号（平成24年�月�日から適用）

平成25年�月18日 厚生労働省告示第 6号（平成25年�月�日から適用）

平成26年
月�日 厚生労働省告示第 57号（平成26年�月�日から適用）

平成26年11月21日 厚生労働省告示第439号（平成26年11月25日から適用）

平成28年
月�日 厚生労働省告示第 52号（平成28年�月�日から適用）

平成30年
月�日 厚生労働省告示第 43号（平成30年�月�日から適用）

平成30年12月28日 厚生労働省告示第432号（平成30年�月�日から適用）

令和元年�月19日 厚生労働省告示第 85号（令和元年10月�日から適用）

令和	年
月�日 厚生労働省告示第 57号（令和	年�月�日から適用）

令和
年月30日 厚生労働省告示第292号（令和
年�月�日から適用）

令和�年
月�日 厚生労働省告示第 54号（令和�年�月�日から適用）
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診療報酬の算定方法

� 健康保険法第63条第
項第一号に規定する保険医療機関に係る療養（高齢者の医療の確保に関する法律（以下

「高齢者医療確保法」という。）の規定による療養を含む。以下同じ。）に要する費用の額は，歯科診療以外の診

療にあっては別表第一医科診療報酬点数表により，歯科診療にあっては別表第二歯科診療報酬点数表により算定

するものとする。ただし，別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養（健康保険法第63条第�項第五

号に掲げる療養（同条第	項に規定する食事療養，生活療養，評価療養，患者申出療養及び選定療養を除く。）

及びその療養に伴う同条第�項第一号から第三号までに掲げる療養並びに高齢者医療確保法第64条第�項第五号

に掲げる療養（同条第	項に規定する食事療養，生活療養，評価療養，患者申出療養及び選定療養を除く。）及

びその療養に伴う同条第�項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。）に要する費用の額は，当該療養を提

供する病院の病棟ごとに別に厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとする。

	 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は，�点の単価を10円とし，別表第一又は別表第二に定める点数を

乗じて算定するものとする。


 健康保険法第63条第
項第一号に規定する保険薬局に係る療養に要する費用の額は，別表第三調剤報酬点数表

により，�点の単価を10円とし，同表に定める点数を乗じて算定するものとする。

� 前
号の規定により保険医療機関又は保険薬局が毎月分につき保険者（高齢者医療確保法第条第	項に規定

する保険者をいう。）又は後期高齢者医療広域連合（同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。）ご

とに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において，その額に�円未満の端数があるときは，その端

数金額は切り捨てて計算するものとする。

� 特別の事由がある場合において，都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合に

おける療養に要する費用の額は，前各号により算定した額に当該療養担当手当の額を加算して算定するものとす

る。

� 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は，別に厚生労働大臣

が定める場合を除き，介護保険法（平成�年法律第123号）第62条に規定する要介護被保険者等については，算

定しないものとする。

 別表第一から別表第三までにおける届出については，届出を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄す

る地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）に対して行うものとする。ただし，当

該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には，当該分室を経由して行うものとする。
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調剤報酬点数表

通 則

� 投薬の費用は，第�節から第�節まで

の各区分の所定点数を合算した点数によ

り算定する。

� 第�節の各区分の所定単位を超えて調

剤した場合の薬剤調製料は，特段の定め

のある場合を除き，当該所定単位又はそ

の端数を増すごとに同節の各区分の所定

点数を加算する。

� 投薬に当たって，別に厚生労働大臣が

定める保険医療材料（以下この表におい

て「特定保険医療材料」という。）を支

給した場合は，前�号により算定した所

定点数及び第�節の所定点数を合算した

点数により算定する。

（根拠法令）

◇ 調剤報酬は，健康保険法第76条第�項及び高齢者の医療の確保に関する法

律第71条第�項の規定に基づく告示「診療報酬の算定方法」の別表第三に，

「調剤報酬点数表」として定められている。この点数表は，健康保険法・高

齢者医療確保法のほか国民健康保険法及び感染症法等に基づく各種公費負担

医療においても，これによることとされている。ただし，「公害健康被害補

償法」に基づく公害医療における調剤報酬算定表は，別に定められている。

（調剤報酬の算定方法）

◇ 調剤報酬は次によって算定する。

請求点数＝調剤技術料＋薬学管理料＋薬剤料＋特定保険医療材料料

⑴ 調剤技術料

調剤技術料は調剤基本料，薬剤調製料及び加算料からなっている。

� 調剤基本料は，処方箋の受付�回につき，施設基準に係る区分に従

い，それぞれの所定点数を算定する。施設基準を満たすとして届け出た

以外の保険薬局は，特別調剤基本料を算定する。なお，同一患者から異

なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合，�回目

以上の受付分については所定点数の100分の80を算定する。

調剤基本料の施設基準は，①処方箋の受付回数，②特定の保険医療機

関に係る処方箋による調剤の割合，③特定の保険医療機関との間での不

動産の賃貸借取引の有無，④当該保険薬局における医療用医薬品の取引

価格の妥結率等に応じて区分されている（詳細は後述の「調剤基本料の

施設基準」を参照）。また，取引価格の妥結率が�割以下である又はか

かりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない等の保険薬局

は，所定点数の100分の50を算定する。

なお，長期投与に係る処方箋のうち，長期保存が困難等の理由により

分割調剤を行った場合は，�回目以降の調剤について，�分割調剤につ

き�点を算定する。また，初めて後発医薬品を服用等する患者に分割調

剤を行った場合は，�回目の調剤に限り�点を算定する。

それ以外の場合で，患者の服薬管理が困難である等の理由により，医

師が処方時に指示した場合には，薬局で分割調剤を実施する（処方医

は，処方箋の備考欄に分割日数及び分割回数を記載する）。�回目以降

の調剤時は，患者の服薬状況等を確認し，処方医に対して情報提供を行

う。この場合，調剤基本料，薬剤調製料及び薬学管理料（服薬情報等提

供料を除く。）については，所定点数を分割回数で除した点数を�分割

調剤につき算定する。

リフィル処方箋による調剤を行う場合は，所定の要件（後述）を満た

せば，調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。

� 薬剤調製料は内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。），屯服薬，浸煎薬，湯

薬，注射薬，外用薬の�区分に分かれている。

内服薬の薬剤調製料は�剤を�単位とし，	剤までを限度として，投

与日数にかかわらず�剤につき24点を算定する。ただし，内服用滴剤を

調剤した場合は，投与日数にかかわらず�調剤につき10点を算定する。

屯服薬については，剤数にかかわらず21点を算定する。浸煎薬につい

ては，	調剤までを限度として，�調剤につき190点を算定する。湯薬

については，	調剤までを限度として，
日分以下190点，�日分以上

28日分以下は
日目以下190点で�日目以上は�日分につき10点，29日

分以上400点を算定する。注射薬については，調剤数にかかわらず26点

を算定する。外用薬については，	調剤までを限度として，�調剤につ

き10点とされている。そして，実際の調剤数量に応じて，所定単位数倍

することになる。ただし，内服薬の場合は�剤分以上の部分について，

屯服薬の場合は�剤分以上の部分について，浸煎薬および湯薬の場合は
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�調剤以上の部分について，注射薬の場合は�調剤以上の部分につい

て，外用薬の場合は�調剤以上の部分について，算定しない。なお，内

服薬，浸煎薬，湯薬のいずれかを同時に調剤した場合には，算定の限度

に注意が必要であるので，それぞれ後述の項目を参照されたい。

� 加算料には，調剤基本料の加算として，地域支援体制加算，連携強化

加算，後発医薬品調剤体制加算がある。また，薬剤調製料の加算とし

て，麻薬加算，向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算，時間外・休日・深夜

加算，夜間・休日等加算，自家製剤加算，計量混合調剤加算，在宅患者

調剤加算がある。この他に，内服薬における嚥下困難者用製剤加算，注

射薬における無菌製剤処理加算が設けられている。

⑵ 薬学管理料

薬学管理料には，以下のものが定められている（数字は区分番号）。

�10の�「調剤管理料」重複投薬・相互作用等防止加算，調剤管理加

算，電子的保健医療情報活用加算

�10の	「服薬管理指導料」麻薬管理指導加算，特定薬剤管理指導加算

�・�，乳幼児服薬指導加算，小児特定加算，吸入薬指導加算，調剤

後薬剤管理指導加算

�13の�「かかりつけ薬剤師指導料」麻薬管理指導加算，特定薬剤管理

指導加算�・�，乳幼児服薬指導加算，小児特定加算

�13の	「かかりつけ薬剤師包括管理料」

�14の�「外来服薬支援料」

�14の	「服用薬剤調整支援料」

�15「在宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン薬剤管理指導

料）」麻薬管理指導加算，在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算，乳

幼児加算，小児特定加算，在宅中心静脈栄養法加算

�15の�「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（在宅患者緊急オンライン

薬剤管理指導料）」麻薬管理指導加算，在宅患者医療用麻薬持続注射

療法加算，乳幼児加算，小児特定加算，在宅中心静脈栄養法加算

�15の	「在宅患者緊急時等共同指導料」麻薬管理指導加算，在宅患者

医療用麻薬持続注射療法加算，乳幼児加算，小児特定加算，在宅中心

静脈栄養法加算

�15の�「退院時共同指導料」

�15の�「服薬情報等提供料」

�15の�「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」

�15の
「経管投薬支援料」

⑶ 薬剤料

薬剤料は，薬剤調製料の所定単位につき使用薬剤の薬価が15円以下であ

る場合は�点とし，15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに�

点を加算する。

⑷ 特定保険医療材料

処方箋により支給が認められている自己注射用ディスポーザブル注射器

等を支給した場合は，材料価格を10円で除して得た点数により算定する。

（医薬品の品質確保） ◇ 保険薬局は，当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について

万全を期さなければならない。 留

（保険薬局の分割調剤について） ⑴ 保険薬剤師は，医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわた

る処方箋によって調剤を行う場合であって，処方薬の長期保存の困難その他

の理由によって分割して調剤する必要がある場合には，分割調剤を行う。

また，分割調剤を行う場合（上記の場合のほか，後発医薬品（ジェネリッ

ク医薬品）への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印が

ない，又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」

欄に「✓」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋（以下

「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。）を提出した患者の同意に基

づき，処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を
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行う場合であって，当該患者の希望により，分割調剤を行う場合を含む。）

は，その総量は，当然処方箋に記載された用量を超えてはならず，また，第

�回以後の調剤においては使用期間の日数（ただし，処方箋交付の日を含め

て�日を超える場合は�日とする。）と用量（日分）に示された日数との和

から第�回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超

えては交付できない。例えば，�月	日交付，使用期間�日間，用量10日分

の処方箋で�月�日に�日分の調剤を受け，次に10日に調剤を受けに来た場

合は（10＋�）−
＝
であるから，残りの�日分を全部交付して差し支え

ないが，もし第�回の調剤を�月13日に受けに来た場合，（10＋�）−10＝

�となるので�日分しか交付できない。 留

⑵ 保険薬局において分割調剤を行い，当該薬局において調剤済みとならない

場合は，処方箋に薬剤師法（昭和35年法律第146号）第26条に規定する事項

及び分割理由等の必要な事項を記入し，調剤録等を作成した後，処方箋を患

者に返却する。 留

（リフィル処方箋について） ⑴ 保険薬局において，「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合，当

該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行う。

リフィル処方箋による調剤を行う場合は，�回目の調剤を行うことが可能

な期間については，使用期間に記載されている日までとする。�回目以降の

調剤については，原則として，前回の調剤日を起点とし，当該調剤に係る投

薬期間を経過する日を次回調剤予定日（実際に投薬が終了する日）とし，そ

の前後
日以内とする。 留

⑵ 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い，当該薬局において調

剤済みとならない場合は，リフィル処方箋に薬剤師法第26条に規定する事項

及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し，調剤録等を作成した後，リフ

ィル処方箋を患者に返却する。その際，必要な事項が記入されたリフィル処

方箋の写しを調剤録とともに保管する。なお，当該リフィル処方箋の総使用

回数の調剤が終わった場合，調剤済処方箋として保管する。 留

（減数調剤） ◇ 処方箋において，残薬分を差し引いた減数調剤（調剤録又は薬剤服用歴の

記録等（以下「薬剤服用歴等」という。）及び残薬の外形状態・保管状況そ

の他の残薬の状況を確認した上で，処方箋に記載された医薬品の数量を減ら

して調剤する業務をいう。）を行った後に，残薬に係る状況を情報提供する

ことで差し支えない旨の指示があり，当該指示に基づき調剤を行った場合

は，保険薬剤師は，患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告す

ることを促すとともに，患者の残薬の状況，その理由及び実際に患者へ交付

した薬剤の数量，患者への説明内容等について，遅滞なく当該調剤に係る処

方箋を発行した保険医療機関に情報提供する。 留

（加算等の対象となる後発医薬品） ◇ 調剤基本料の「注
」の後発医薬品調剤体制加算及び「注�」に係る後発

医薬品については，「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬

品」等について」（令和�年	月�日保医発0304第
号）〔編注；関係法規・

通知編の「� 療養担当規則」参照〕を参照する。 留

（調剤報酬点数表の掲示） ◇ 保険薬局は，患者が薬局における業務内容及びその費用を理解できるよ

う，調剤報酬点数表の一覧等について，薬剤を交付する窓口等，患者が指導

等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに，患者の求めに応じ

て，その内容を説明する。 留

（期間計算の原則） ◇ 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては，特に

定めのない限り，それぞれ日曜日から土曜日までの�週間又は月の初日から

月の末日までの�か月を単位として算定する。 留

（署名又は記名・押印） ◇ 署名又は記名・押印を要する文書については，自筆の署名（電子的な署名

を含む。）がある場合には印は不要である。 留
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（処方箋の取扱い） （処方箋の確認）

◇ 保険薬剤師は，その処方せんの交付された日から起算して使用期間に記入

された日数の間（すなわち，有効期間内）に提出された処方せんについて保

険医または保険者の指定する者（行政庁の指定する者を含む。）より交付さ

れたものであることを確認の上調剤を行うものとし，この使用期間を超えた

処方せんについては，調剤してはならない。 （昭31. 3.31 保 発41）

（約束処方箋）

◇ 処方せんによる薬剤の支給は，健康保険法第43条第	項〔編注；現行の第

63条第	項〕の定めるところにより，被保険者に保険薬局を自由に選択でき

る権利が認められているが，この約束処方による場合は特定の薬局以外には

適用しないので，その意味において被保険者の権利を拘束するものであるこ

と，また，保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条に規定された処方せ

んの様式を具備しているものの，約束処方の記載は本条にいう「必要な事項

の記載」とは認め難いことから，約束処方による処方せんの交付は不適当で

ある。 （昭35. 9.19 保文発8178）

（処方箋への記入）

◇ 薬剤師は，調剤したときは，その処方箋に以下の事項を記載する。

⑴ 「調剤済年月日」欄について

処方箋が調剤済となった場合の年月日を記載する。その調剤によって，

当該処方箋が調剤済とならなかった場合は，調剤年月日及び調剤量を処方

箋に記載する。

⑵ 「保険薬局の所在地及び名称」欄について

保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出た所在地及び名

称を記載する。

⑶ 「保険薬剤師氏名 ㊞」欄について

調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し，

押印する。

⑷ その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入する。

ア 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された

医薬品を変更して調剤した場合には，その変更内容

イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は，その回答の内容

⑸ 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は，別紙の「受付保険薬局

情報」欄に保険薬局の所在地，名称，保険薬剤師氏名及び調剤年月日を記

入する。別紙の余白を用いて調剤量等の必要な情報を記載するのは差し支

えない。

⑹ 「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」が記載されている処方箋（以下

「リフィル処方箋」という。）に基づき調剤した場合は，「調剤実施回数」

欄に調剤回数に応じて，該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載す

るとともに，調剤日及び次回調剤予定日を記載する。

⑺ 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い，当該薬局において

調剤済みとならない場合は，リフィル処方箋に薬剤師法（昭和35年法律第

146号）第26条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入

し，当該リフィル処方箋の写しを調剤録と共に保管する。

（昭51. 8. 7 保険発82）

（最終改正；令 4. 3.25 保医発0325 1）

（参考・薬剤師法施行規則）

第15条 薬剤師法第26条の規定により処方せんに記入しなければならな

い事項は，調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか，次のとお

りとする。

一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設

の名称及び所在地

二 薬剤師法第23条第�項の規定により医師，歯科医師又は獣医師の

同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合に

は，その変更の内容

三 薬剤師法第24条の規定により医師，歯科医師又は獣医師に疑わし

い点を確かめた場合には，その回答の内容
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◇ 処方箋については，医科診療報酬点数表の第�章第�部「投薬」で取扱い

が定められているので十分留意すること〔薬剤使用に関する点数表の解釈編

「医科点数表（抄）」区分番号Ｆ400「処方箋料」を参照〕。

（調剤録） （調剤録の記入）

◇ 保険薬局は，第10条の規定による調剤録に，療養の給付の担当に関し必要

な事項を記載し，これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第�条）

◇ 保険薬剤師は，患者の調剤を行った場合には，遅滞なく，調剤録に当該調

剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

（保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第10条）

◇ 保険薬局において作成する保険調剤録は，次に該当する事項を記入する。

なお，この調剤録は，調剤済となった処方箋又は患者の服薬状況や指導内

容等を記録したもの（薬剤服用歴等）に調剤録と同様の事項を記入したもの

をもって代えることができる。

⑴ 薬剤師法施行規則第16条に規定する事項

⑵ 患者の被保険者証記号番号，保険者名，生年月日及び被保険者被扶養者

の別

⑶ 当該薬局で調剤した薬剤について処方箋に記載してある用量，既調剤量

及び使用期間

⑷ 当該薬局で調剤した薬剤及び当該調剤等についての請求項目，請求点数

及び患者負担金額 （令 2.11.10 保医発1110 1）

※薬剤師法施行規則

第16条 薬剤師法第28条第�項の規定により調剤録に記入しなければな

らない事項は，次のとおりとする。ただし，その調剤により当該処方

せんが調剤済みとなつた場合は，第一号，第三号，第五号及び第六号

に掲げる事項のみ記入することで足りる。

一 患者の氏名及び年令

二 薬名及び分量

三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日

四 調剤量

五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名

六 情報の提供及び指導の内容の要点

七 処方せんの発行年月日

八 処方せんを交付した医師，歯科医師又は獣医師の氏名

九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動

物診療施設の名称及び所在地

十 前条第二号及び第三号に掲げる事項

（参考）公害医療における調剤報酬算定表 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法

（平 4. 5.29 環境庁告示第40号）

（最終改正；平20. 3.21 環境省告示第24号）

二 公害医療機関（薬局に限る。）に係る診療報酬の額は，診療報酬の算定方

法（平成20年	月厚生労働省告示第59号）別表第三調剤報酬点数表の例によ

り算定した点数に�点当たり15円を乗ずることにより算定するものとする。

ただし，使用薬剤の購入価格は，診療報酬の算定方法の規定により別に厚生

労働大臣が定める購入価格により算定した点数に�点当たり10円を乗ずるこ

とにより算定するものとする。
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� 「患者」欄について

⑴ 氏名

投薬を受ける者の姓名を記載する。

⑵ 生年月日

投薬を受ける者の生年月日を記載する。

⑶ 男・女

投薬を受ける者の性別について該当するものを○で囲

む。

⑷ 区分

該当するものを○で囲む。

� 「保険医療機関の所在地及び名称」欄について

保険医療機関指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け

出た所在地及び名称を記載する。

	 「電話番号」欄について

保険医療機関の電話番号を記載することを原則とするが，

必要のない場合は記載を省略しても差し支えない。

� 「保険医氏名㊞」欄について

処方箋を発行した保険医（以下「処方医」という。）が署

名するか，又は処方医の姓名を記載し，押印する。

�の� 「都道府県番号」，「点数表番号」及び「医療機関コー

ド」欄について

「都道府県番号」欄には，保険医療機関の所在する都道府

県番号�桁（診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様

処方箋の記載上の注意事項（記載要領通知）（参考）処方箋様式
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の番号）を記載する。「点数表番号」欄には，医科は�を，

歯科は	を記載する。「医療機関コード」欄には，それぞれ

の医療機関について定められた医療機関コード
桁（診療報

酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号）を記載す

る。また，健康保険法第63条第	項第�号及び第	号に規定

する医療機関については，「医療機関コード」欄に

「9999999」の
桁を記載する。

� 「交付年月日」欄について

患者に処方箋を交付した年月日を記載する。

� 「処方箋の使用期間」欄について

⑴ 交付の日を含めて�日以内の場合は，記載する必要がな

い。

⑵ 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合

に，交付の日を含めて	日以内又は交付の日を含めて�日

を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には，年月日

を記載する。この場合において，当該処方箋は当該年月日

の当日まで有効である。

⑶ 様式第二号の二に基づく処方箋（以下「分割指示に係る

処方箋」という。）の場合は，分割の�回目に係る使用期

限を記載することとし，当該使用期限が交付の日を含めて

�日以内の場合は，記載する必要がない。


 「処方」欄について

投薬すべき医薬品名，分量，用法及び用量を記載し，余白

がある場合には，斜線等により余白である旨を表示する。

⑴ 医薬品名は，一般的名称に剤形及び含量を付加した記載

（以下「一般名処方」という。）又は薬価基準に記載されて

いる名称による記載とする。なお，可能な限り一般名処方

を考慮することとし，一般名処方の場合には，会社名（屋

号）を付加しない。

なお，薬価基準に記載されている名称を用いる場合，当

該医薬品が，薬価基準上，�以上の規格単位がある場合に

は，当該規格単位を併せて記載する。

また，保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわ

ゆる約束処方による医薬品名の省略，記号等による記載は

認められないものである。

⑵ 分量は，内服薬については�日分量，内服用滴剤，注射

薬及び外用薬については投与総量，屯服薬については�回

分量を記載する。

⑶ 用法及び用量は，�回当たりの服用（使用）量，�日当

たり服用（使用）回数及び服用（使用）時点（毎食後，毎

食前，就寝前，疼痛時，○○時間毎等），投与日数（回数）

並びに服用（使用）に際しての留意事項等を記載する。特

に湿布薬については，�回当たりの使用量及び�日当たり

の使用回数又は投与日数を必ず記載する。

なお，分割指示に係る処方箋を交付する場合は，分割し

た回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数（回数）を記載

し，当該分割指示に係る処方箋における総投与日数（回

数）を付記する。

⑷ 特定保険医療材料（自己注射に用いる自己注射用ディス

ポーザブル注射器（針を含む。），万年筆型注入器用注射針

又は「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基

準）」（平成20年	月厚生労働省告示第61号）の別表のⅠに

規定されている特定保険医療材料）を保険薬局より支給さ

せる場合は名称及びセット数等を記載する。

⑸ 処方医が処方箋に記載した医薬品の一部又はすべてにつ

いて後発医薬品への変更に差し支えがあると判断したとき

には，「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名等を行うと

ともに，差し支えがあると判断した医薬品ごとに「変更不

可」欄に「✓」又は「×」を記載し，患者及び処方箋に基

づき調剤を行う保険薬局の保険薬剤師のいずれに対しても

変更不可であることが明確に分かるように記載する。な

お，一般名処方の趣旨からして，一般名処方に対して「変

更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されることはあり得

ないものである。

⑹ 処方医が処方箋に記載した医薬品のうち⑸に基づいて

「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載していないもの

のうち，当該医薬品と含量規格が異なる後発医薬品又は類

似する別剤形（※）の後発医薬品への変更に差し支えがあ

ると判断したときには，「備考」欄中の「保険医署名」欄

に署名等を行うとともに，当該医薬品の銘柄名の近傍に

「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」と記載するな

ど，患者及び処方箋に基づき調剤を行う保険薬局の保険薬

剤師のいずれに対しても含量規格変更不可又は剤形変更不

可であることが明確に分かるように記載する。

※ 類似する別剤形の医薬品とは，内服薬であって，次の

各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいう。

ア 錠剤（普通錠），錠剤（口腔内崩壊錠），カプセル

剤，丸剤

イ 散剤，顆粒剤，細粒剤，末剤，ドライシロップ剤

（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）

ウ 液剤，シロップ剤，ドライシロップ剤（内服用液剤

として調剤する場合に限る。）

⑺ リフィル処方を行う場合には，「処方」欄の「リフィル

可」欄に「✓」を記載するとともに，総使用回数（上限	

回）を記載する。なお，「処方」欄には，リフィル処方箋

�回の使用による投与日数（回数）等を記載する。

⑻ 外用薬をリフィル処方する場合について，�回当たりの

使用量及び�日当たりの使用回数を記載した場合であって

も，必ず投与日数を記入する。

⑼ なお，内服薬の処方箋への記載に当たっては，「内服薬

処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表

について」（平成22年�月29日付医政発0129第	号・薬食

発0129第�号）も参考にされたい。

� 「備考」欄について

⑴ 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記

載する。

⑵ 麻薬を処方する場合には，麻薬及び向精神薬取締法（昭

和28年法律第14号）第27条に規定する事項のうち，患者の

住所及び麻薬施用者の免許証の番号を記載する。

⑶ 長期の旅行等特殊の事情がある場合において，必要があ

ると認め，必要最小限の範囲において，投薬量が�回14日

分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて

投与した場合は，その理由を記載する。

⑷ 未就学者である患者の場合は「�歳」と，高齢受給者又

は後期高齢者医療受給対象者であって一般・低所得者の患

者の場合は「高一」と，高齢受給者又は後期高齢者医療受

給対象者であって
割給付の患者の場合は「高
」と記載

する。なお，後期高齢者医療受給対象者であって一般・低

所得者の患者については，令和�年10月�日以降，�割給

付の患者の場合は「高�」， 割給付の患者の場合は「高

 」と記載する。

⑸ 処方医が，処方箋に記載した医薬品について後発医薬品
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に変更することに差し支えがあると判断した場合は，差し

支えがあると判断した医薬品ごとに，「処方」欄中の「変

更不可」欄に「✓」又は「×」を記載するとともに，「保

険医署名」欄に署名又は記名・押印する。

なお，後発医薬品を処方する際に，「変更不可」欄に

「✓」又は「×」を記載する場合においては，その理由を

記載する。

⑹ 入院中の患者以外の患者に対する処方について，患者の

服薬管理が困難である等の理由により，保険薬局に分割調

剤を指示する場合には，分割の回数及び当該分割ごとの調

剤日数を記載する。

なお，この場合において，保険薬局に指示しておくベき

事項等があれば具体的に記載する。

⑺ �処方につき63枚を超えて湿布薬を投与する場合は，当

該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載する。

⑻ 保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に，当該保

険薬局に対して，「保険医療機関へ疑義照会をした上で調

剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを

指示する場合には，該当するチェック欄に「✓」又は

「×」を記載する。

⑼ 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は

地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定して

いる患者について，保険薬局に対してその旨を情報提供す

るに当たって，処方箋への書面の添付によらない場合に

は，当該加算を算定している旨を本欄に記載する。

⑽ 情報通信機器を用いた診療の実施に伴い処方箋を発行す

る場合については，「情報通信」と記載する。

 「分割指示に係る処方箋」について

⑴ 分割指示に係る処方箋を発行する場合は，分割の回数及

び何回目に相当するかを右上の所要欄に記載する。

⑵ 別紙の発行保険医療機関情報には，保険医療機関の保険

薬局からの連絡先を記載する。その他の連絡先として，必

要に応じ，担当部署の電子メールのアドレスなどを記載す

る。

10 その他

薬剤師は，調剤したときは，その処方箋に以下の事項を記

載する。

⑴ 「調剤済年月日」欄について

処方箋が調剤済となった場合の年月日を記載する。その

調剤によって，当該処方箋が調剤済とならなかった場合

は，調剤年月日及び調剤量を処方箋に記載する。

⑵ 「保険薬局の所在地及び名称」欄について

保険薬局指定申請の際等に地方厚生（支）局長に届け出

た所在地及び名称を記載する。

⑶ 「保険薬剤師氏名 ㊞」欄について

調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の

姓名を記載し，押印する。

⑷ その他次の事項を「備考」欄又は「処方」欄に記入す

る。

ア 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方

箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には，そ

の変更内容

イ 医師又は歯科医師に照会を行った場合は，その回答の

内容

⑸ 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は，別紙の

「受付保険薬局情報」欄に保険薬局の所在地，名称，保険

薬剤師氏名及び調剤年月日を記入する。別紙の余白を用い

て調剤量等の必要な情報を記載するのは差し支えない。

⑹ 「処方」欄の「リフィル可」欄に「✓」が記載されてい

る処方箋（以下「リフィル処方箋」という。）に基づき調

剤した場合は，「調剤実施回数」欄に調剤回数に応じて，

該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載するととも

に，調剤日及び次回調剤予定日を記載する。

⑺ 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い，当

該薬局において調剤済みとならない場合は，リフィル処方

箋に薬剤師法（昭和35 年法律第146 号）第26 条に規定す

る事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し，当該

リフィル処方箋の写しを調剤録と共に保管する。

（昭51. 8. 7 保険発82）

（最終改正；令 4. 3.25 保医発0325 1）



第�節 調剤技術料

区分

00 調剤基本料（処方箋の受付�回につき）

� 調剤基本料� 42点

� 調剤基本料� 26点

� 調剤基本料�

イ 21点

ロ 16点

ハ 32点

（受付回数等）

⑴ 調剤基本料は，患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付�回

につき算定する。なお，分割調剤を行う場合は，「注 」〔35頁〕から「注

11」により算定し，リフィル処方箋による調剤を行う場合は，「（リフィル処

方箋による調剤）」〔37頁〕により算定する。 留

⑵ 同一患者から同一日に複数の処方箋（リフィル処方箋を含む。）を受け付

けた場合，同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一

の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一

括して受付�回と数える。

ただし，同一の保険医療機関から交付された場合であっても，歯科の処方

箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

留

⑶ 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付

けた場合においては，受付回数はそれぞれ数え�回以上とする。また，この

場合において，当該受付のうち，�回目は調剤基本料の所定点数を算定し，

�回目以降は「注	」により調剤基本料の所定点数を100分の80にし，小数

点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお，当該注	の規定は，注

 から注11までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。 留

注� 別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして地方厚生局

長等に届け出た保険薬局において調剤

した場合には，処方箋の受付�回につ

き，当該基準に係る区分に従い，それ

ぞれ所定点数を算定する。ただし，別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして地方厚生局長等

に届け出たものについては，本文の規

定にかかわらず，調剤基本料�により

算定する。

（調剤基本料に関する施設基準）

⑴ 調剤基本料�

調剤基本料�，調剤基本料	及び特別調剤基本料のいずれにも該当しない

保険薬局である。なお，調剤基本料の「注�」のただし書の施設基準に該当

する保険薬局（「医療を提供しているが，医療資源の少ない地域」に所在す

る保険薬局）は，以下の⑵から⑹までの基準にかかわらず調剤基本料�とな

る。

⑵ 調剤基本料�

次のいずれかに該当する保険薬局である（調剤基本料	のイ及びロ並びに

特別調剤基本料に該当するものを除く。）。

ア 処方箋集中率等に基づく基準

� 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合（以下「処方箋集

中率」という。）が70％を超え，処方箋の受付回数が�月に4,000回を超

えるもの

$ 処方箋集中率が85％を超え，処方箋の受付回数が�月に2,000回を超

えるもの

% 処方箋集中率が95％を超え，処方箋の受付回数が�月に1,800回を超

えるもの

イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準（アに該当する

ものを除く。）

� 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数（同一の建物内に複数の

保険医療機関が所在するいわゆる医療モールの場合にあっては，当該建

物内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとす

る。）が�月に4,000回を超える。

$ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数（同一グループの保険薬

局（財務上又は営業上若しくは事業上，緊密な関係にある範囲の保険薬

局をいう。以下同じ。）のうち，これに属する他の保険薬局において，

処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は，処方箋の受付回

数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。）が，�月に4,000回

を超える。

⑶ 調剤基本料	 イ

次のいずれかに該当する保険薬局である（特別調剤基本料に該当するもの

を除く。）。

ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が�月に	万
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�千回を超え，�万回以下であり，同一グループの保険薬局の数が300未

満の場合

� 処方箋集中率が95％を超えるもの

$ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が�月に�万

回を超え，40万回以下であり，同一グループの保険薬局の数が300未満の

場合

� 処方箋集中率が85％を超えるもの

$ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

⑷ 調剤基本料	 ロ

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が�月に40万回

を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上である場合であって以

下のいずれかに該当するものである（特別調剤基本料に該当するものを除

く。）。

ア 処方箋集中率が85％を超えるもの

イ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

⑸ 調剤基本料	 ハ

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が�月に40万回

を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上である場合であって，

処方箋集中率が85％以下である（調剤基本料�，調剤基本料	のロ又は特別

調剤基本料に該当するものを除く。）。

⑹ 特別調剤基本料

次のいずれかに該当する保険薬局である。

ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局

であって，処方箋集中率が70％を超えるもの。ただし，当該保険薬局の所

在する建物内に診療所が所在している場合を除く。

イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの 特

（調剤基本料の施設基準に関する留意点）

⑴ 処方箋の受付回数

処方箋の受付回数の計算に当たり，受付回数に数えない処方箋は以下のと

おりとする。なお，療担規則第20条第	号ロ及び療担基準第20条第�号ロに

規定するリフィル処方箋については，調剤実施ごとに受付回数の計算に含め

る（以下のアからウまでの本文に該当する場合を除く。）。

ア 薬剤調製料の時間外加算，休日加算，深夜加算又は夜間・休日等加算を

算定した処方箋

イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料，在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在

宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし，在宅患

者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。）の

処方箋については，単一建物診療患者が�人の場合は受付回数の計算に含

める。

ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成12年厚生省告示第19号）別表の「�」の居宅療養管理指導費の

ハの⑵又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第127号）別表の「�」の介護予防居宅療養管理

指導費のハの⑵の基となる調剤に係る処方箋。ただし，単一建物居住者が

�人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。

⑵ 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が，調

剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては，処方箋受付回数

の合計が，調剤基本料の施設基準で定められている回数に，受付回数を計算

した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

⑶ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は，特定の保険医療機

関に係る処方箋の受付回数（同一保険医療機関から，歯科と歯科以外の処方

箋を受け付けた場合は，それらを合計した回数とする。）を，当該期間に受

け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし，特定の保

険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に，情報通信機器を

用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は，特定の保険医療機関に

係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数

22 第�節 調剤技術料
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疑義解釈編
調
剤
報
酬
点
数
表
の
取
扱
い

薬
剤
使
用
に
関
す
る
取
扱
い

「調剤報酬点数表の取扱い」の記載について

・ 原則として，事務連絡等の出典の原文を記載している

・ 改定等により，現行では変更又は廃止等されている規定等に点線の下線を付している

・ 変更又は廃止等されている規定等は下表の例を参考に適宜読み替えられたい

地域支援体制加算基準調剤加算平成30年�月

在宅協力薬局サポート薬局令和�年�月

服薬管理指導料薬剤服用歴管理指導料令和�年�月

薬剤調製料調剤料令和�年�月

変更後変更前変更時期

退院時薬剤情報管理指導料後期高齢者退院時薬剤情報提供料平成22年�月



調剤報酬点数表の取扱い

�．調剤報酬点数表

通則

【一般名処方及び後発医薬品への変更調剤】

(問�) 先発医薬品と後発医薬品に承認効能の相違がある場

合（後発医薬品の一部効能の欠如），効能の違いを無

視して調剤することは可能か。

(答) 効能の違いを無視して調剤することはできない。

（平14. 4.11 医療課事務連絡�第�節⑺問�）

（平16. 3.30 医療課事務連絡�第�節⑹問�）

(問�) 一般名で記載された場合，錠剤ではなくカプセル

剤，又は細粒剤ではなく顆粒剤を患者の同意が得られ

れば，調剤してもよいか。

(答) 一般名処方は，通常「一般名」＋「剤形」＋「含量」

で標記されるので，剤形の記入漏れ，及び徐放性製剤な

ど一般名処方では判断できない場合などは，医師に照会

すること。

（平14. 4.11 医療課事務連絡�第�節⑺問�）

（平16. 3.30 医療課事務連絡�第�節⑹問�）

(問�) 類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関し

て，変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同

額以下であり，かつ，患者の同意が得られた場合，以

下の例についても，処方医に事前に確認することなく

変更調剤することが可能と考えてよいか。

（注：「↓」の上側が処方箋の記載内容，下側が調剤す

る内容を示す。）

先発医薬品（10mg錠剤） �錠

（「錠剤を粉砕すること」との指示あり）

�日�回 朝食後

↓

後発医薬品（散剤） 10mg

�日�回 朝食後

(答) 差し支えない。

（平22. 4.30 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問�) 処方箋の交付にあたり，後発医薬品のある医薬品を

一般名処方で行った場合，保険医療機関では「該当す

る医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす」

とされているが，保険薬局において当該処方箋を調剤

する際にも，最も低い薬価の後発医薬品を調剤しなけ

ればならないのか。

(答) 患者と相談の上，当該薬局で備蓄している後発医薬品

の中から選択することで差し支えない。

（平24. 3.30 医療課事務連絡「調剤」その他問�）

(問�) 一般名処方による処方箋を受け付け，先発医薬品も

しくは後発医薬品のいずれを調剤した場合であって

も，実際に調剤した医薬品の名称等に関する処方箋発

行医療機関への情報提供は必要か。

(答) 必要となる。ただし，当該医療機関との間であらかじ

め合意が得られている場合には，当該合意に基づく方法

で情報提供することで差し支えない。

（平24. 3.30 医療課事務連絡「調剤」その他問�）

(問
) 一般名処方の場合，当該調剤に係る処方箋を発行し

た保険医療機関に，情報提供することとされている

が，すべてのケースで実施される必要はなく，例えば

医療機関との合意に基づき，保険薬局で調剤した薬剤

が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合に

は，保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する

必要はないものとしてよいか。

(答) よい。

（平24. 4.20 医療課事務連絡「調剤」その他問�）

(問	) 後発医薬品への変更調剤において，処方医から含量

規格や剤形に関する変更不可の指示がなく，かつ，変

更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限

り，含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤

形の後発医薬品に変更できるが，一般名で記載された

処方箋により，先発医薬品を調剤する場合にも，含量

規格や剤形の変更は可能か。

(答) 含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬

品への変更については，後発医薬品へ変更調剤する場合

に限り認められる。変更調剤は，後発医薬品の使用促進

のための一環として導入されている措置であることか

ら，一般名処方に基づき，先発医薬品を調剤する場合は

対象とされていない。

（平24. 4.20 医療課事務連絡「調剤」

後発医薬品の変更調剤問�）

(問�) 処方箋に含量規格や剤形に関する変更不可の指示が

なく，変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれ

ば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形

の後発医薬品」に変更できるが，一般名処方に基づい

て後発医薬品を調剤する際に，該当する先発医薬品が

複数存在し，それぞれ薬価が異なる場合には，変更前

の薬剤料についてどのように考えるべきか。

(答) 一般名で記載された先発医薬品に該当していれば，い

ずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差

し支えない。ただし，患者が当該一般名に該当する先発

医薬品を既に使用している場合は，当該医薬品の薬剤料

と比較すること。

（平24. 4.20 医療課事務連絡「調剤」

後発医薬品の変更調剤問�）

(問�) 処方箋において変更不可とされていない処方薬につ

いては，後発医薬品への変更調剤は認められている

が，基礎的医薬品への変更調剤は行うことができる

か。
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(答) 基礎的医薬品であって，それらが基礎的医薬品に指定

される以前に変更調剤が認められていたもの（「診療報

酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等）に

ついては，従来と同様に変更調剤を行うことができる。

なお，その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発

医薬品への変更について」（平成24年�月�日付け保医

発0305第12号）に引き続き留意すること。

（平30. 5.25 医療課事務連絡「調剤」

後発医薬品の変更調剤問�）

第�節 調剤技術料

� 調剤基本料

(問�) 妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局

において購入された使用薬剤の薬価（薬価基準）（平

成20年厚生労働省告示第495号）に収載されている医

療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については，

そもそも妥結率の報告が，薬価調査において障害とな

る妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正

化を目的としたものであり，薬価調査において対象と

していない，卸売販売業者（薬事法（昭和35年法律第

145号）第34条第�項に規定する卸売販売業者をい

う。）以外との取引価格の妥結状況の報告を求めるこ

とは想定されていないことから，卸売販売業者のみと

理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

なお，医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場

合も想定されるが，その場合においても，当該メーカー

等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対

象となることに留意されたい。

（平26. 9. 5 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問�) 新規に指定された保険薬局（遡及指定が認められる

場合を除く。）が，新規指定時に調剤基本料の施設基

準を届出後，一定期間を経て，処方箋受付回数の実績

の判定をした際に，算定している調剤基本料の区分が

変わらない場合は，施設基準を改めて届け出る必要は

ないと考えてよいか。

(答) 貴見のとおり。

なお，新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変

更になった場合は速やかに届け出ること。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問�) 既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループ

に新たに属することになり，その結果，調剤基本料�

の施設基準の要件に該当することになった場合は，年

度の途中であっても調剤基本料の区分を変更するため

の施設基準を改めて届け出る必要があるか。

(答) 既に指定を受けている保険薬局としては，調剤基本料

は�月�日から翌年�月末日まで適用されているので，

同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け

出ることは不要であり，所属する前の調剤基本料が算定

可能である。なお，次年度の調剤基本料の区分は，当年

�月1日から翌年�月末日までの実績に基づき判断し，

現在の区分を変更する必要がある場合は翌年�月中に調

剤基本料の区分変更の届出を行うこと。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問�) 同一グループ内の処方箋受付回数を計算する際，�

月末時点に所属する保険薬局のうち，前年�月�日以

降に所属することになった保険薬局については，処方

箋受付回数を計算する際に同一グループに所属する以

前の期間も含めて計算することでよいか。

(答) 貴見のとおり。前年�月�日から当年�月末の処方箋

受付回数をもとに計算すること。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問�) 不動産の賃貸借取引関係について，同一グループの

範囲の法人が所有する不動産を保険医療機関に対して

賃貸している場合は対象となるという理解でよいか。

(答) 貴見のとおり。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問
) 同一グループの確認はどのようにするのか。

(答) 同一グループの範囲については，保険薬局の最終親会

社等に確認を行い判断すること。また，当該最終親会社

等にあっては，保険薬局が同一グループに属しているこ

とを確認できるよう，グループ内の各保険薬局に各グ

ループに含まれる保険薬局の親会社，子会社等のグルー

プ内の関係性がわかる資料を共有し，各保険薬局は当該

資料を保管しておくこと。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問	) 不動産の賃貸借の取引を確認する際，名義人として

対象となる開設者の近親者とはどの範囲を指すのか。

(答) 直系�親等，傍系�親等を指す。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問	）

(問�) 不動産の賃貸借取引関係を確認する範囲は「保険医

療機関及び保険薬局の事業の用に供されるもの」とさ

れているが，薬局の建物のほか，来局者のための駐車

場（医療機関の駐車場と共有している場合も含む。）

も含まれるのか。

(答) 含まれる。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問�）

(問�) 調剤基本料の注�におけるかかりつけ薬局の基本的

な機能に係る業務の算定回数について，処方箋受付�

回につき複数項目を算定した場合は，算定項目ごとに

回数をカウントしてよいか。

(答) 貴見のとおり。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問10）

(問10) 特定の保険医療機関に係る処方箋受付回数及び特定

の医療機関に係る処方箋による調剤の割合（集中率）

の計算について，調剤基本料の施設基準に規定されて

いる処方箋の受付回数に従い，受付回数に数えない処

方箋を除いた受付回数を用いることでよいか。

(答) 貴見のとおり。

（平28. 3.31 医療課事務連絡「調剤」問13）

(問11) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合

を算出する際に除くこととしている，同一グループの

保険薬局の勤務者には，保険薬局に勤務する役員も含

まれるか。また，例えば本社の間接部門の勤務者等に

ついても，含まれるか。
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薬剤使用に関する保険診療上の取扱い

（予防注射） ◇ ジフテリア疑似症に対する血清注射は認めて差し支えない。

（昭18. 8.23 保険発277）

◇ 破傷風血清については，特に感染の危険があると認められる場合は，発病

前といえども注射を行って差し支えない。 （昭24. 7. 7 保険発223）

（昭25. 6.10 保険発105）

（昭28. 8.18 保険発180）

◇ 麻疹に対する血液注射は単に予防的に行うことは給付外とするが，家庭内

に麻疹患者発生し，これと共に未感染者あるときはその感染は必然的とみら

れるので，この場合は給付すべきものとする。点数はＧ000皮下，筋肉内注

射の点数による。 （昭26. 9.15 保険発227）

◇ 社会保険診療に際し麻疹患者の同一家族が感染のおそれある場合，家族内

に麻疹患者発生せる場合は未感染者に感染することは必然的とみられるの

で，この場合血液注射は認められているが，これと同様の効果あるガンマー

グロブリンの併用は認め難く何れか一方によるべきものとする。

（昭30. 4. 4 保険発73）

◇ 寮等の場合で炊事場や便所等が共同使用のため同一家族内の発生と異なら

ない場合にも麻疹に対する発病防止の注射は認められる。

（昭33. 4. 8 保険発41）

◇ 百日咳の予防として行う血液注射は，百日咳患者が家庭に発生した場合，

上記の麻疹に準じて取り扱ってよい。 （昭27. 5.26 保険発138）

◇ BCG潰瘍（たとえ�次伝染等でも）は給付の対象となる。

（昭29. 2. 9 保険発24）

◇ BCG接種後に生じたケロイドは，化膿や瘢痕収縮による機能障碍をおこ

す等で治療を要すると認められる場合には保険給付を認められるが，単なる

瘢痕の整形等については認められない。 （昭31. 8.27 保険発151）

（血液代等） ◇ 親子，夫婦，兄弟等親族の者が自ら血液を提供したようなときは，療養費

を支給することは妥当とは認められない。 （昭24. 5.24 保文発924）

◇ 給血者が得られなくて特に移送費を要した場合，その事由が絶対的なもの

であれば，移送費も加えて療養費払いとするのも止むを得ない。

（昭30. 2.10 保険発28）

（著しき不行跡） ◇ カルモチン常用者が慣行量では睡眠の目的を達しないため，更に多量に服

用し中毒症状を起した場合，健康保険法第61条後段に該当するか否かについ

ては，薬品の習慣作用は個人的に差異があり，又本人の故意と認められない

場合もあって，自制を求むるに無理な点もあるから給付するものとする。

（昭25. 8. 9 保険発160）

（治療の必要のない場合） ◇ 被保険者が身体の異和を訴えて診察を求めた診断の結果，異常を認めず治

療の必要のない場合，或いは妊娠であるとき，初診料の請求は認められる

が，治療を要しないものに対しての投薬については行うべきではないから保

険給付は認められない。 （昭25.11. 8 保険発224）

（重複診療） ◇ 被保険者が同一疾病により同日に甲，乙両医師に診療を受けた場合，又は

甲医師の診療を受けその診療に基いて投薬を受けた期間内に更に乙医師の診

療を受けた場合（乙医師の診察の結果も甲医師と同一疾病である），乙医師

の診察，施療施術は，実情を調査のうえ止むを得ない事情があるときは，こ

れを給付とするが，薬剤の投与の重複の部分については，これを支給しない

よう指導すべきである。 （昭32. 3.29 保険発42）

（巡回診療等） � 大学等の巡回診療班の班員である保険医が巡回診療に於て保険診療した被

保険者又は被扶養者に対して処方箋を発行すること並びにこの際発行された

処方箋により保険薬局が調剤することは，巡回診療班が各地で診療に従事す

る当該場所が保険医療機関として指定を受けたものであれば，両者とも認め

られる。
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で回復し，安全性上のリスクが十分管理可能と考えられる患者にのみ検討す

ること。」とされていることから，オナセムノゲン アベパルボベク（販売

名：ゾルゲンスマ点滴静注）の投与後に本製剤を投与する場合は，その必要

性を適切に判断し，投与が必要な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載す

る。

� 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「SMN2遺伝子の

コピー数が�以上の患者については，遺伝子検査によりSMN1遺伝子の欠

失又は変異を有していたとしても，臨床所見が発現する前からは投与せず，

臨床所見の発現後に，本剤投与のリスクとベネフィットを考慮した上で投与

の必要性を判断すること。」とされているので，使用に当たっては十分留意

する。

（平29. 8.29 保医発0829 8）

（平30. 3.26 保医発0326 8）

（令 2. 5.19 保医発0519 3）

（令 4. 3.28 保医発0328 1）

（ルミセフ皮下注210mgシリンジ） � 本製剤はブロダルマブ製剤であり，本製剤の自己注射を行っている患者に

対して指導管理を行った場合は，診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省

告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）

区分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。

� 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので，医科点数表区分番号「Ｃ

101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合，医科点数表区分番号「Ｃ

151」注入器加算及び「Ｃ153」注入器用注射針加算は算定できない。

（平29. 8.31 保医発0831 1）

（ジカディアカプセル150mg） ◇ 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において，「十分な経験を有

する病理医又は検査施設における検査により，ALK融合遺伝子陽性が確認

された患者に投与すること。」とされているので，ALK融合遺伝子陽性を確

認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載する。

（平29. 9.22 保医発0922 1）

（レバチオＯＤフィルム20mg，同懸濁用ド

ライシロップ900mg）

� 本製剤の効能・効果は「肺動脈性肺高血圧症」である。

� 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には，保険給付の対象

としない。

� 本製剤は，既に薬価収載後�年以上を経過している「レバチオ錠20mg」

（以下「既収載品」という。）と有効成分が同一であり，今般，錠剤である既

収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い，当該用

法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることか

ら，掲示事項等告示第10第�号⑴に規定する新医薬品に係る投薬期間制限

（14日間を限度とする。）は適用されない。

（平29.11.21 保医発1121 11）

（イブランスカプセル25mg，同カプセル

125mg）

◇ 本製剤の使用上の注意において，「本剤の投与を行う場合には，ホルモン

受容体陽性，HER2陰性の患者を対象とすること。」と記載されているため，

ホルモン受容体陽性，HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を

診療報酬明細書の摘要欄に記載する。 （平29.11.21 保医発1121 11）

（マヴィレット配合錠） ◇ 本製剤の効能・効果は「Ｃ型慢性肝炎又はＣ型代償性肝硬変におけるウイ

ルス血症の改善」であることから，慢性肝炎を発症していないＣ型肝炎ウイ

ルス感染者及び非代償性肝硬変患者には使用しない。

（平29.11.21 保医発1121 11）

（ケブザラ皮下注150mgシリンジ，同皮下

注200mgシリンジ）

� 本製剤の使用上の注意において，「過去の治療において，少なくとも�剤

の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても，効果不十分な場合に投与する

こと。」と記載されているため，使用に当たっては十分留意する。

� 本製剤は，サリルマブ製剤であり，本製剤の自己注射を行っている患者に

対して指導管理を行った場合は，医科点数表区分番号「Ｃ101」の在宅自己

注射指導管理料を算定できる。
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る期間であることが推定される患者にのみ使用すること。」及び「本剤はア

ピキサバン，リバーロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物以外の抗

凝固剤による抗凝固作用の中和には使用しないこと。」とされているので，

次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 直接作用型第Xa因子阻害剤の種類，最終投与時の�回投与量及び最終

投与からの経過時間

イ 本製剤の投与が必要と判断した理由

（令 4. 5.24 保医発0524 3）

（タクザイロ皮下注300mgシリンジ） ◇ 本製剤の効能又は効果が「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」であ

ることを踏まえ，関連する学会のガイドライン等を参考に，遺伝性血管性浮

腫の確定診断がされ，急性発作のおそれがある患者に対して使用する。

（令 4. 5.24 保医発0524 3）

（モイゼルト軟膏0.3％，同軟膏�％） ◇ 本製剤の用法及び用量に関連する注意において「塗布量は，皮疹の面積

0.1m2 あたり�gを目安とすること。」，「�％製剤で治療開始�週間以内に

症状の改善が認められない場合は，使用を中止すること。」及び「症状が改

善した場合には継続投与の必要性について検討し，漫然と長期にわたって使

用しないこと。」とされているので，使用に当たっては十分留意する。

本製剤の用法及び用量は，「通常，小児には0.3％製剤を�日�回，適量を

患部に塗布する。症状に応じて，�％製剤を�日�回，適量を患部に塗布す

ることができる。」とされており，用法及び用量に関連する注意において

「小児に�％製剤を使用し，症状が改善した場合は，0.3％製剤への変更を検

討すること。」とされているので，使用に当たっては十分留意する。

（令 4. 5.24 保医発0524 3）

（オゼンピック皮下注�mg） � 本製剤はグルカゴン様ペプチド-�受容体アゴニストであり，本製剤の自

己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は，診療報酬の算定

方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下

「医科点数表」という。）区分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定

できる。

� 本製剤は注入器一体型のキットであるため，医科点数表区分番号「Ｃ101」

在宅自己注射指導管理料を算定する場合，医科点数表区分番号「Ｃ151」注

入器加算は算定できない。

� 本製剤の自己注射を行っている者に対して，血糖自己測定値に基づく指導

を行うために血糖自己測定器を使用した場合には，インスリン製剤の自己注

射を行っている者に準じて，医科点数表区分番号「Ｃ150」血糖自己測定器

加算を算定できる。

� 本製剤は，掲示事項等告示第10第�号（一）に規定する新医薬品に係る投

薬期間制限（14日間を限度とする。）は適用されない。

（令 4. 5.24 保医発0524 3）

（エイベリスミニ点眼液0.002％） ◇ 本製剤は，以下の患者に使用した場合に限り算定する。

⑴ ベンザルコニウム塩化物に対し過敏症の患者又はその疑いのある患者

⑵ 角膜上皮障害を有する患者

（令 4. 5.24 保医発0524 3）

（ビレーズトリエアロスフィア120吸入）

（ビベスピエアロスフィア120吸入）

◇ 本製剤は，掲示事項等告示第10第�号（一）に規定する新医薬品に係る投

薬期間制限（14日間を限度とする。）は適用されない。

（令 4. 5.24 保医発0524 3）

（ミチーガ皮下注用60mgシリンジ） � ミチーガ皮下注用60mgシリンジについては，最適使用推進ガイドライン

に従い，有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間，本製剤の

恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに，副作用

が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関

で使用するよう十分留意する。

� アトピー性皮膚炎に伴うそう痒

本製剤の投与開始に当たっては，次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記
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載する。なお，本製剤の継続投与に当たっては，投与開始時の情報を診療報

酬明細書の摘要欄に記載する。

⑴ 次に掲げる医師の要件のうち，本製剤に関する治療の責任者として配置

されている者が該当するもの（「医師要件ア」から「医師要件ウ」までの

うち該当するものを記載）

ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する

場合であって，医師免許取得後�年の初期研修を修了した後に，�年以

上の皮膚科診療の臨床研修を行っている。

イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって，医師免許取得後

�年の初期研修を修了した後に�年以上の臨床経験を有し，そのうち�

年以上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行ってい

る。

ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって，医師免許取得後

�年の初期研修を修了した後に，�年以上の小児科診療の臨床研修及び

�年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む�

年以上の臨床経験を有している。

⑵ 本剤投与前の治療の状況

ア 13歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって，本剤投与前にステロイド

外用薬（ストロングクラス以上）又はカルシニューリン阻害外用薬を行

った治療期間（�週間未満又は行っていない場合はその理由）

イ 13歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって，本剤投与前に抗ヒスタミ

ン薬又は抗アレルギー薬による内服治療を行った治療期間（�週間未満

又は行っていない場合はその理由）

⑶ 疾患活動性の状況として，次に掲げるすべての項目の値。ただし，ア及

びイについては，本製剤投与開始�日前から本剤投与開始までの�日間全

ての値を記載する。

ア そう痒VAS又はそう痒NRS

イ かゆみスコア

ウ EASIスコア

（令 4. 5.24 保医発0524 4）

（ケシンプタ皮下注20mgペン） � 本製剤はオファツムマブ製剤であり，本製剤の自己注射を行っている患者

に対して指導管理を行った場合は，診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働

省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）

区分番号「Ｃ101」在宅自己注射指導管理料を算定できる。

� 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので，医科点数表区分番号「Ｃ

101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合，医科点数表区分番号「Ｃ

151」注入器加算及び「Ｃ153」注入器用注射針加算は算定できない。

（令 4. 5.31 保医発0531 3）

（ボカブリア錠30mg，同水懸筋注400mg及

び同水懸筋注600mg）

（リカムビス水懸筋注600mg及び同水懸筋

注900mg）

◇ 本製剤の特殊性に鑑み，本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の

取扱いにおいては，当該患者の秘密の保護に十分配慮する。

（令 4. 6. 7 保医発0607 1）
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薬剤使用に関する点数表の解釈編

医

科

点

数

表

歯

科

点

数

表●医科点数表（抄）

第�章 特掲診療料㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀324

第�部 医学管理等㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀326

第�部 在 宅 医 療㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀424

第�部 投 薬㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀518

第�部 注 射㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀542

●歯科点数表（抄）

第�章 特掲診療料㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀553

第�部 医学管理等㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀555

第�部 在 宅 医 療㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀607

第�部 投 薬㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀633

第�部 注 射㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀643

「医科点数表」「歯科点数表」はそれぞれ小社別書『医科点数表の解釈』

『歯科点数表の解釈』の「点数表編」を基に作成しています。各書の「法

令編」及び巻末附録は本書には掲載されておりませんので，施設基準等の

詳細は『医科点数表の解釈』『歯科点数表の解釈』をご参照ください。な

お，次の施設基準等は本書の「関係法規・通知編」に掲載されていますの

でご活用ください。

持続血糖測定器加算

抗悪性腫瘍剤処方管理加算

外来後発医薬品使用体制加算

外来化学療法加算

無菌製剤処理料

ウイルス疾患指導料の注�・注�

がん性疼痛緩和指導管理料

がん患者指導管理料

外来緩和ケア管理料

移植後患者指導管理料

小児抗菌薬適正使用支援加算

小児かかりつけ診療料

外来腫瘍化学療法診療料

連携充実加算

薬剤管理指導料

薬剤総合評価調整管理料の注�
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 麻薬等の取扱い㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀936

� 介護保険との調整㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀944

� 参考資料㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀959



※下線部は令和�年度改定に係るもの

� 療養担当規則

◎保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭32.4.30省令16

／最終改正；令2.3.5省令24）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀657

◎保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭32.4.30省令15

／最終改正；令4.3.4省令31）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀659

◎高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付

等の取扱い及び担当に関する基準（昭58.1.20告示14／最

終改正；令4.3.4告示52）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀667

○保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う

実施上の留意事項について〈平6.3〉（平6.3.16保険発26／

最終改正；平12.3.31保険発56）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀675

○保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う

実施上の留意事項について〈平6.8〉（平6.8.5保険発97）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀676

○保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う

実施上の留意事項について〈平8〉（平8.3.8保険発22／最

終改正；平28.3.31保医発0331 6）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀677

●保険薬局の指定について（平28.3.31医療課事務連絡）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀678

●保険薬局の保険医療機関からの独立性に関する取扱いの明

確化について（平20.3.31医療課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀679

○保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う

実施上の留意事項について〈平20〉（平20.3.19保医発

0319001）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀680

○保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う

実施上の留意事項について〈平22〉（平22.3.5保医発0305

11）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀681

○保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う

実施上の留意事項について〈平24.3〉（平24.3.5保医発

0305 11）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀681

○保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保

険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項

について〈平24.9〉（平24.9.14保医発0914 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀682

○保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う

実施上の留意事項について〈平26〉（平26.3.5保医発0305

10）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀682

○処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更につい

て（平24.3.5保医発0305 12）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀683

●処方せんの「変更不可」欄の取扱い等について（平

26.3.31医療課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀685

○｢診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品｣等

について（令4.3.4保医発0304 7）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀685

○内服薬及び外用薬の投与量について（平14.4.4保医発

0404001）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀689

○医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項

目の分かる明細書の交付について（令4.3.4保発0304 2）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀690

� 使用医薬品・保険外併用療養費等

◎療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大

臣が定める掲示事項等（平18.3.6告示107／最終改正；令

4.6.7告示196）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀696

◎厚生労働大臣の定める評価療養，患者申出療養及び選定療

養（平18.9.12告示495／最終改正；令2.3.27告示105）699

◎保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等

（平18.9.12告示498／最終改正；令3.7.30告示292）㌀㌀㌀㌀700

◎保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方

法（平18.9.12告示496／最終改正；令4.3.4告示52）㌀㌀702

○「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働

大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る

厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項につ

いて（平18.3.13保医発0313003／最終改正；令4.3.4保医

発0304 5）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀703

○「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項に

ついて」等の一部改正について〈平18〉（平18.9.29保医発

0929002）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀713

●評価療養に係る費用の消費税の取扱いについて（平

19.2.23医療課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀713

○療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

（平17.9.1保医発0901002／最終改正；令2.3.23保医発0323

1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀713

� 施設基準

⑴保険薬局に係る施設基準

◎特掲診療料の施設基準等〈通則及び調剤点数表届出関連部

分〉（平20.3.5告示63／最終改正；令4.5.31告示191）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀716

○特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて〈同上〉（令4.3.4保医発0304 3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀720

●調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の

取扱いについて（令4.3.31医療課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀751

⑵薬剤に関連する保険医療機関の施設基準

◎基本診療料の施設基準等〈通則及び薬剤関連部分〉（平

20.3.5告示62／最終改正；令4.3.4告示55）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀752

○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて〈同上〉（令4.3.4保医発0304 2）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀756

◎特掲診療料の施設基準等〈⑴以外の薬剤関連部分〉（平

20.3.5告示63／最終改正；令4.5.31告示191）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀775

○特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて〈同上〉（令4.3.4保医発0304 3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀781

� 記載要領等

○診療報酬請求書等の記載要領等について（昭51.8.7保険発

82／最終改正；令4.3.25保医発0325 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀797

●処方せんへの保険薬剤師の記名の取扱いについて（平

26.7.17医療課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀830

○民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術

の利用に関する法律等の施行等について（平17.3.31医政

発0331009他／最終改正；平28.3.31医政発0331 30他）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀830

●診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について

（平25.7.30医療課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀832

○診療録等の保存を行う場所について（平14.3.29医政発

0329003他／最終改正；平25.3.25医政発0325 15他)㌀㌀㌀㌀832

○「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正につい

て〈平22〉（平22.2.1医政発0201 2他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀834

○「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正につい
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◎：省令・告示 ○：通知 ●：事務連絡・その他



て〈平25〉（平25.3.25医政発0325 15他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀834

○「オンライン資格確認等，レセプトのオンライン請求及び

健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請シス

テムに係るセキュリティに関するガイドライン」等の策定

について（令2.10.5保連発1005 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀835

◎療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令（昭51.8.2省令36／最終改正；令3.9.29省令163）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀836

◎療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令第�条第�項及び第�項並びに第�条第�項の規定に

基づき厚生労働大臣の定めるもの（平6.10.14告示345／最

終改正；平21.11.25告示481）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀840

○療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令の一部を改正する省令の施行等について（平21.11.25

保発1125 4）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀840

○保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用

いた費用の請求等に関する取扱いについて（平18.4.10保

総発0410001／最終改正；令3.12.3保連発1203 1）㌀㌀㌀㌀㌀846

○調剤報酬請求に対する審査の実施について（平18.3.10保

発0310001／最終改正；平24.2.1保発0201 6）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀855

○健康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に関する事

務の取扱いについて（平19.1.10保発0110001／最終改正；

平22.10.21保発1021 5）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀855

○電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労

働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた

費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項，方式及び

規格について（令4.4.22保発0422 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀857

●保険者へ請求する診療（調剤）報酬明細書情報等の仕様に

ついて（令4.4.22医療介護連携政策課事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀857

� 処方箋・調剤録等

○新医薬制度の実施について（昭31.3.13薬発94）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀859

○処方せんに関する取扱い等について（昭50.1.24保険発2）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀860

○小包装の薬価基準収載医薬品の供給確保について（昭

59.6.2保文発581）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

○小包装医薬品の円滑な供給について（昭59.6.2薬発414）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

○小包装の薬価基準収載医薬品の供給確保について（平

4.3.27保文発225）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀861

○小包装医薬品の円滑な供給について（平4.3.27薬発293）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀862

○処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利

用について（平元.11.15薬企48・保険発107）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀863

○薬事法の一部を改正する法律等の施行等について（平

21.5.8薬食発0508003）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀863

○内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書

の公表について（平22.1.29医政発0129 5他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀868

○電子メール等による処方内容の電送等について（平26.2.5

薬食総発0205 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀875

○お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項について（平

27.11.27薬生総発1127 4／最終改正；令3.10.25薬生総発

1025 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀875

○保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて（令

2.11.10保医発1110 �）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀878

●オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて（令

4.3.31医薬・生活衛生局総務課他事務連絡）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀878

●（参考）処方箋及び調剤録の取扱いについて㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀879

	 薬局機能等

○調剤薬局の取扱いについて（昭57.5.27薬発506・保発34）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀884

○調剤薬局の取扱いについて（昭57.5.27薬企25・保険発44）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀884

○薬局業務運営ガイドラインについて（平5.4.30薬発408）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀885

○薬局業務運営ガイドラインについて（平5.4.30薬企37）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀885

○薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平

19.3.26薬食発0326024）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀889

○薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点

について（平19.3.26薬食総発0326001／最終改正；令

3.1.29薬生総発0129 5）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀891

○薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について

（平19.3.30薬食発0330027）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀896

○薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

（平24.8.22薬食発0822 2）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀897

○医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に

関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等につ

いて（平29.9.26薬生発0926 10）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀899

○「薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表について

（平26.1.21薬食総発0121 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀901

●患者のための薬局ビジョン（平27.10.23厚生労働省公表）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀904

○薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等につ

いて（平26.3.10薬食発0310 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀908

○薬局医薬品の取扱いについて（平26.3.18薬食発0318 4）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀924

○薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて（平

26.3.19医政医発0319 2他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀926

○医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売販売業者に関す

る相談窓口の設置等について（依頼）（平26.3.25医政経発

0325 3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀926

○医療機器の分割販売について（平26.4.11薬食監麻発0411

3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀928

○調剤業務のあり方について（平31.4.2薬生総発0402 1）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀929

○医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に

関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について

（オンライン服薬指導関係）（令2.3.31薬生発0331 36）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀929

○医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に

関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

（オンライン服薬指導関係）（令4.3.31薬生発0331 17）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀933


 麻薬等の取扱い

○麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の

制定について（令3.7.5薬生発0705 2）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀936

○麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の

制定について（令3.7.5薬生監麻発0705 2）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀938

○塩酸メチルフェニデート（リタリン）その他向精神薬の適

正使用，処方せんに係る疑義照会の徹底等について（平

19.9.21薬食発0921003）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀940

○塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項

について（平19.10.26薬食総発1026001他／最終改正；平
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25.12.20薬食総発1220 1他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀941

○向精神薬等の処方せん確認の徹底等について（平22.9.10

薬食総発0910 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀942

○向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について（平

22.6.24障精発0624 1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀942

○在宅医療のために処方されるバルーン式ディスポーザブル

タイプの連続注入器に入った麻薬注射薬の取扱いについて

（平10.12.22医薬麻1854）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀943

○在宅医療の推進のための麻薬の取扱いの弾力化について

（平18.3.31薬食監麻0331001）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀943

� 介護保険との調整

◎指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平12.2.10告示19／最終改正；令4.4.14告示161）㌀㌀㌀㌀㌀944

◎指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準（平11.3.31省令37／最終改正；令3.1.25省令9）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀945

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス，居宅療養管理指導及び福祉用具貸与

に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平12.3.1老企36／最終改正；令4.3.17老介発0317 1他）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀947

◎指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平18.3.14告示127／最終改正；令4.4.14告示161）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀951

●医療保険と介護保険の給付調整（健保法・高齢者医療確保

法）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀952

◎要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の

額を算定できる場合（平20.3.27告示128／最終改正；令

4.3.25告示88）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀952

○医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療

保険と介護保険の相互に関連する事項等について（平

18.4.28保医発0428001他／最終改正；令4.3.25老老発0325

1他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀954

○薬局等勤務薬剤師の介護支援専門員等との兼務について

（平11.9.8医薬企91他）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀958

○特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについ

て（平18.3.31保医発0331002／最終改正；令4.3.25保医発

0325 3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀958

� 参考資料

●日本薬剤師会「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指

導に関する業務ガイドライン（第�版）」（平23.4.15）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀959
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

（昭32.�.30 厚生省令第16号）

（最終改正；令�.�.� 厚生労働省令第24号）

（療養の給付の担当の範囲）

第�条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養

（以下単に「療養の給付」という。）は，薬剤又は治療材料

の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。

（療養の給付の担当方針）

第�条 保険薬局は，懇切丁寧に療養の給付を担当しなけれ

ばならない。

（適正な手続の確保）

第�条の� 保険薬局は，その担当する療養の給付に関し，

厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に

対する申請，届出等に係る手続及び療養の給付に関する費

用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

（健康保険事業の健全な運営の確保）

第�条の� 保険薬局は，その担当する療養の給付に関し，

次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

一 保険医療機関と一体的な構造とし，又は保険医療機関

と一体的な経営を行うこと。

二 保険医療機関又は保険医に対し，患者に対して特定の

保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うこ

との対償として，金品その他の財産上の利益を供与する

こと。

� 前項に規定するほか，保険薬局は，その担当する療養の

給付に関し，健康保険事業の健全な運営を損なうことのな

いよう努めなければならない。

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）

第�条の�の� 保険薬局は，患者に対して，第�条の規定

により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商

品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康

保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益

を提供することにより，当該患者が自己の保険薬局におい

て調剤を受けるように誘引してはならない。

� 保険薬局は，事業者又はその従業員に対して，患者を紹

介する対価として金品を提供することその他の健康保険事

業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供

することにより，患者が自己の保険薬局において調剤を受

けるように誘引してはならない。

（掲示）

第�条の� 保険薬局は，その薬局内の見やすい場所に，別

に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

（処方箋の確認）

第�条 保険薬局は，被保険者及び被保険者であった者並び

にこれらの者の被扶養者である患者（以下単に「患者」と

いう。）から療養の給付を受けることを求められた場合に

は，その者の提出する処方箋が健康保険法（大正11年法律

第70号。以下「法」という。）第63条第�項各号に掲げる

病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医

師又は歯科医師（以下「保険医等」という。）が交付した

処方箋であること及びその処方箋，法第�条第13項に規定

する電子資格確認又は患者の提出する被保険者証によって

療養の給付を受ける資格があることを確認しなければなら

ない。

（要介護被保険者等の確認）

第�条の� 保険医療機関等は，患者に対し，居宅療養管理

指導その他の介護保険法（平成�年法律第123号）第�条

第�項に規定する居宅サービス又は同法第�条の�第�項

に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行う

に当たっては，同法第12条第�項に規定する被保険者証の

提示を求めるなどにより，当該患者が同法第62条に規定す

る要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとす

る。

（患者負担金の受領）

第�条 保険薬局は，被保険者又は被保険者であった者につ

いては法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の

規定による療養についての費用の額に法第74条第�項各号

に掲げる場合の区分に応じ，同項各号に定める割合を乗じ

て得た額の支払を，被扶養者については法第76条第�項又

は第86条第�項第一号の費用の額の算定の例により算定さ

れた費用の額から法第110条の規定による家族療養費とし

て支給される額（同条第�項第一号に規定する額に限る。）

に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。

� 保険薬局は，法第63条第�項第三号に規定する評価療

養，同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に

規定する選定療養に関し，当該療養に要する費用の範囲内

において，法第86条第�項又は第110条第�項の規定によ

り算定した費用の額を超える金額の支払を受けることがで

きる。

（領収証等の交付）

第�条の� 保険薬局は，前条の規定により患者から費用の

支払を受けるときは，正当な理由がない限り，個別の費用

ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければな

らない。

� 厚生労働大臣の定める保険薬局は，前項に規定する領収

証を交付するときは，正当な理由がない限り，当該費用の

計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しな

ければならない。

� 前項に規定する明細書の交付は，無償で行わなければな

らない。

第�条の�の� 前条第�項の厚生労働大臣の定める保険薬

局は，公費負担医療（厚生労働大臣の定めるものに限る。）

を担当した場合（第�条第�項の規定により患者から費用

の支払を受ける場合を除く。）において，正当な理由がな

い限り，当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算

の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなけれ

ばならない。

� 前項に規定する明細書の交付は，無償で行わなければな

らない。

（調剤録の記載及び整備）

第�条 保険薬局は，第10条の規定による調剤録に，療養の

給付の担当に関し必要な事項を記載し，これを他の調剤録

と区別して整備しなければならない。

（処方箋等の保存）

第�条 保険薬局は，患者に対する療養の給付に関する処方

箋及び調剤録をその完結の日から�年間保存しなければな
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らない。

（通知）

第�条 保険薬局は，患者が次の各号の一に該当する場合に

は，遅滞なく，意見を付して，その旨を全国健康保険協会

又は当該健康保険組合に通知しなければならない。

一 正当な理由がなくて，療養に関する指揮に従わないと

き。

二 詐欺その他不正な行為により，療養の給付を受け，又

は受けようとしたとき。

（後発医薬品の調剤）

第�条の� 保険薬局は，医薬品，医療機器等の品質，有効

性及び安全性の確保等に関する法律第14条の�第�項各号

に掲げる医薬品（以下「新医薬品等」という。）とその有

効成分，分量，用法，用量，効能及び効果が同一性を有す

る医薬品として，同法第14条又は第19条の�の規定による

製造販売の承認（以下「承認」という。）がなされたもの

（ただし，同法第14条の�第�項第二号に掲げる医薬品並

びに新医薬品等に係る承認を受けている者が，当該承認に

係る医薬品と有効成分，分量，用法，用量，効能及び効果

が同一であってその形状，有効成分の含量又は有効成分以

外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受

けている場合における当該医薬品を除く。）（以下「後発医

薬品」という。）の備蓄に関する体制その他の後発医薬品

の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。

（調剤の一般的方針）

第	条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬

剤師（以下「保険薬剤師」という。）は，保険医等の交付

した処方箋に基いて，患者の療養上妥当適切に調剤並びに

薬学的管理及び指導を行わなければならない。

� 保険薬剤師は，調剤を行う場合は，患者の服薬状況及び

薬剤服用歴を確認しなければならない。

� 保険薬剤師は，処方箋に記載された医薬品に係る後発医

薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である

場合であって，当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬

品への変更を認めているときは，患者に対して，後発医薬

品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合

において，保険薬剤師は，後発医薬品を調剤するよう努め

なければならない。

（使用医薬品）

第
条 保険薬剤師は，厚生労働大臣の定める医薬品以外の

医薬品を使用して調剤してはならない。ただし，厚生労働

大臣が定める場合においては，この限りでない。

（健康保険事業の健全な運営の確保）

第
条の� 保険薬剤師は，調剤に当たっては，健康保険事

業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めな

ければならない。

（調剤録の記載）

第10条 保険薬剤師は，患者の調剤を行った場合には，遅滞

なく，調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなけ

ればならない。

（適正な費用の請求の確保）

第10条の� 保険薬剤師は，その行った調剤に関する情報の

提供等について，保険薬局が行う療養の給付に関する費用

の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

（読替規定）

第11条 日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの

省令を適用するについては，次の表の第�欄に掲げるこの

省令の規定中の字句で，同表の第�欄に掲げるものは，日

雇特例被保険者の保険にあっては同表の第�欄に掲げる字

句と，船員保険にあっては同表の第�欄に掲げる字句とそ

れぞれ読み替えるものとする。

（表―略）
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保険医療機関及び保険医療養担当規則

（昭32.�.30 厚生省令第15号）

（最終改正；令�.�.� 厚生労働省令第31号）

目次

第�章 保険医療機関の療養担当（第�条−第11条の�）

第�章 保険医の診療方針等（第12条−第23条の�）

第�章 雑則（第24条）〈略〉

附則 〈略〉

第�章 保険医療機関の療養担当

（療養の給付の担当の範囲）

第�条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者

及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者の療

養（以下単に「療養の給付」という。）の範囲は，次のと

おりとする。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置，手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話そ

の他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その

他の看護

（療養の給付の担当方針）

第�条 保険医療機関は，懇切丁寧に療養の給付を担当しな

ければならない。

� 保険医療機関が担当する療養の給付は，被保険者及び被

保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者である患者

（以下単に「患者」という。）の療養上妥当適切なものでな

ければならない。

（診療に関する照会）

第�条の� 保険医療機関は，その担当した療養の給付に係

る患者の疾病又は負傷に関し，他の保険医療機関から照会

があった場合には，これに適切に対応しなければならな

い。

（適正な手続の確保）

第�条の� 保険医療機関は，その担当する療養の給付に関

し，厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局

長に対する申請，届出等に係る手続及び療養の給付に関す

る費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

（健康保険事業の健全な運営の確保）

第�条の� 保険医療機関は，その担当する療養の給付に関

し，健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努

めなければならない。

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）

第�条の�の� 保険医療機関は，患者に対して，第�条の

規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が

行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることそ

の他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経

済上の利益の提供により，当該患者が自己の保険医療機関

において診療を受けるように誘引してはならない。

� 保険医療機関は，事業者又はその従業員に対して，患者

を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保

険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を

提供することにより，患者が自己の保険医療機関において

診療を受けるように誘引してはならない。

（特定の保険薬局への誘導の禁止）

第�条の� 保険医療機関は，当該保険医療機関において健

康保険の診療に従事している保険医（以下「保険医」とい

う。）の行う処方箋の交付に関し，患者に対して特定の保

険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはな

らない。

� 保険医療機関は，保険医の行う処方箋の交付に関し，患

者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の

指示等を行うことの対償として，保険薬局から金品その他

の財産上の利益を収受してはならない。

（掲示）

第�条の� 保険医療機関は，その病院又は診療所内の見や

すい場所に，第�条の�第�項，第�条の�の�第�項及

び第�条の�第�項に規定する事項のほか，別に厚生労働

大臣が定める事項を掲示しなければならない。

（受給資格の確認）

第�条 保険医療機関は，患者から療養の給付を受けること

を求められた場合には，次に掲げるいずれかの方法によっ

て療養の給付を受ける資格があることを確認しなければな

らない。ただし，緊急やむを得ない事由によって当該確認

を行うことができない患者であって，療養の給付を受ける

資格が明らかなものについては，この限りでない。

一 健康保険法（大正11年法律第70号。以下「法」とい

う。）第�条第13項に規定する電子資格確認

二 患者の提出する被保険者証

（要介護被保険者等の確認）

第�条の� 保険医療機関等は，患者に対し，訪問看護，訪

問リハビリテーションその他の介護保険法（平成�年法律

第123号）第�条第�項に規定する居宅サービス又は同法

第�条の�第�項に規定する介護予防サービスに相当する

療養の給付を行うに当たっては，同法第12条第�項に規定

する被保険者証の提示を求めるなどにより，当該患者が同

法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認

を行うものとする。

（被保険者証の返還）

第�条 保険医療機関は，第�条第二号に掲げる方法によ

り，療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に

対する療養の給付を担当しなくなったとき，その他正当な

理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたと

きは，これを遅滞なく当該患者に返還しなければならな

い。ただし，当該患者が死亡した場合は，法第100条，第

105条又は第113条の規定により埋葬料，埋葬費又は家族埋

葬料を受けるべき者に返還しなければならない。

（一部負担金等の受領）

第�条 保険医療機関は，被保険者又は被保険者であった者

については法第74条の規定による一部負担金，法第85条に

規定する食事療養標準負担額（同条第�項の規定により算

定した費用の額が標準負担額に満たないときは，当該費用

の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。），
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法第85条の�に規定する生活療養標準負担額（同条第�項

の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満

たないときは，当該費用の額とする。以下単に「生活療養

標準負担額」という。）又は法第86条の規定による療養

（法第63条第�項第一号に規定する食事療養（以下「食事

療養」という。）及び同項第二号に規定する生活療養（以

下「生活療養」という。）を除く。）についての費用の額に

法第74条第�項各号に掲げる場合の区分に応じ，同項各号

に定める割合を乗じて得た額（食事療養を行った場合にお

いては食事療養標準負担額を加えた額とし，生活療養を行

った場合においては生活療養標準負担額を加えた額とす

る。）の支払を，被扶養者については法第76条第�項，第

85条第�項，第85条の�第�項又は第86条第�項第一号の

費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第

110条の規定による家族療養費として支給される額に相当

する額を控除した額の支払を受けるものとする。

� 保険医療機関は，食事療養に関し，当該療養に要する費

用の範囲内において法第85条第�項又は第110条第�項の

規定により算定した費用の額を超える金額の支払を，生活

療養に関し，当該療養に要する費用の範囲内において法第

85条の�第�項又は第110条第�項の規定により算定した

費用の額を超える金額の支払を，法第63条第�項第三号に

規定する評価療養（以下「評価療養」という。），同項第四

号に規定する患者申出療養（以下「患者申出療養」とい

う。）又は同項第五号に規定する選定療養（以下「選定療

養」という。）に関し，当該療養に要する費用の範囲内に

おいて法第86条第�項又は第110条第�項の規定により算

定した費用の額を超える金額の支払を受けることができ

る。

� 保険医療機関のうち，医療法（昭和23年法律第205号）

第�条第�項第五号に規定する一般病床（以下「一般病

床」という。）を有する同法第�条第�項に規定する地域

医療支援病院（一般病床の数が200未満であるものを除

く。）及び〔，〕同法第�条の�第�項に規定する特定機

能病院〔及び同法第30条の18の�第�項に規定する外来機

能報告対象病院等（同法第30条の18の�第�項第二号の規

定に基づき，同法第30条の18の�第�項第一号の厚生労働

省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道

府県が公表したものに限り，一般病床の数が200未満であ

るものを除く。）〕であるものは，法第70条第�項に規定す

る保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のため

の措置として，次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保

険医療機関を当該患者に紹介すること。

二 選定療養（厚生労働大臣の定めるものに限る。）に関

し，当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大

臣の定める金額以上の金額の支払を求めること（厚生労

働大臣の定める場合を除く。）。

〔編注；令和�年10月�日より，下線部を削除し，〔 〕

内の内容を加える。〕

（領収証等の交付）

第�条の� 保険医療機関は，前条の規定により患者から費

用の支払を受けるときは，正当な理由がない限り，個別の

費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなけれ

ばならない。

� 厚生労働大臣の定める保険医療機関は，前項に規定する

領収証を交付するときは，正当な理由がない限り，当該費

用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付

しなければならない。

� 前項に規定する明細書の交付は，無償で行わなければな

らない。

〔編注；ただし，診療所に限り，明細書を常に交付するこ

とが困難であることについて正当な理由（明細書

発行機能が付与されていないレセプトコンピュー

ターを使用している，または自動入金機の改修が

必要）がある場合には，当分の間，患者から求め

られたときに明細書を交付することで足りる。ま

た，正当な理由がある場合には，当分の間，有償

で交付することができる。〕

第�条の�の� 前条第�項の厚生労働大臣の定める保険医

療機関は，公費負担医療（厚生労働大臣の定めるものに限

る。）を担当した場合（第�条第�項の規定により患者か

ら費用の支払を受ける場合を除く。）において，正当な理

由がない限り，当該公費負担医療に関する費用の請求に係

る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付し

なければならない。

� 前項に規定する明細書の交付は，無償で行わなければな

らない。

〔編注；ただし，診療所に限り，明細書を常に交付するこ

とが困難であることについて正当な理由（明細書

発行機能が付与されていないレセプトコンピュー

ターを使用している，または自動入金機の改修が

必要）がある場合には，当分の間，患者から求め

られたときに明細書を交付することで足りる。ま

た，正当な理由がある場合には，当分の間，有償

で交付することができる。〕

（食事療養）

第�条の� 保険医療機関は，その入院患者に対して食事療

養を行うに当たっては，病状に応じて適切に行うととも

に，その提供する食事の内容の向上に努めなければならな

い。

� 保険医療機関は，食事療養を行う場合には，次項に規定

する場合を除き，食事療養標準負担額の支払を受けること

により食事を提供するものとする。

� 保険医療機関は，第�条第�項の規定による支払を受け

て食事療養を行う場合には，当該療養にふさわしい内容の

ものとするほか，当該療養を行うに当たり，あらかじめ，

患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い，その同

意を得なければならない。

� 保険医療機関は，その病院又は診療所の病棟等の見やす

い場所に，前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示

しなければならない。

（生活療養）

第�条の�の� 保険医療機関は，その入院患者に対して生

活療養を行うに当たっては，病状に応じて適切に行うとと

もに，その提供する食事の内容の向上並びに温度，照明及

び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければなら

ない。

� 保険医療機関は，生活療養を行う場合には，次項に規定

する場合を除き，生活療養標準負担額の支払を受けること

により食事を提供し，温度，照明及び給水に関する適切な

療養環境を形成するものとする。

� 保険医療機関は，第�条第�項の規定による支払を受け

て生活療養を行う場合には，当該療養にふさわしい内容の

ものとするほか，当該療養を行うに当たり，あらかじめ，

患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い，その同
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意を得なければならない。

� 保険医療機関は，その病院又は診療所の病棟等の見やす

い場所に，前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示

しなければならない。

（保険外併用療養費に係る療養の基準等）

第�条の� 保険医療機関は，評価療養，患者申出療養又は

選定療養に関して第�条第�項又は第�項第二号の規定に

よる支払を受けようとする場合において，当該療養を行う

に当たり，その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定め

る基準に従わなければならないほか，あらかじめ，患者に

対しその内容及び費用に関して説明を行い，その同意を得

なければならない。

� 保険医療機関は，その病院又は診療所の見やすい場所

に，前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなけ

ればならない。

（証明書等の交付）

第�条 保険医療機関は，患者から保険給付を受けるために

必要な保険医療機関又は保険医の証明書，意見書等の交付

を求められたときは，無償で交付しなければならない。た

だし，法第87条第�項の規定による療養費（柔道整復を除

く施術に係るものに限る。），法第99条第�項の規定による

傷病手当金，法第101条の規定による出産育児一時金，法

第102条第�項の規定による出産手当金又は法第114条の規

定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書につ

いては，この限りでない。

（指定訪問看護の事業の説明）

第�条 保険医療機関は，患者が指定訪問看護事業者（法第

88条第�項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険

法第41条第�項本文に規定する指定居宅サービス事業者

（訪問看護事業を行う者に限る。）及び同法第53条第�項に

規定する指定介護予防サービス事業者（介護予防訪問看護

事業を行う者に限る。）をいう。以下同じ。）から指定訪問

看護（法第88条第�項に規定する指定訪問看護並びに介護

保険法第41条第�項本文に規定する指定居宅サービス（同

法第�条第�項に規定する訪問看護の場合に限る。）及び

同法第53条第�項に規定する指定介護予防サービス（同法

第�条の�第�項に規定する介護予防訪問看護の場合に限

る。）をいう。以下同じ。）を受ける必要があると認めた場

合には，当該患者に対しその利用手続，提供方法及び内容

等につき十分説明を行うよう努めなければならない。

（診療録の記載及び整備）

第	条 保険医療機関は，第22条の規定による診療録に療養

の給付の担当に関し必要な事項を記載し，これを他の診療

録と区別して整備しなければならない。

（帳簿等の保存）

第
条 保険医療機関は，療養の給付の担当に関する帳簿及

び書類その他の記録をその完結の日から�年間保存しなけ

ればならない。ただし，患者の診療録にあっては，その完

結の日から�年間とする。

（通知）

第10条 保険医療機関は，患者が次の各号の一に該当する場

合には，遅滞なく，意見を付して，その旨を全国健康保険

協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。

一 家庭事情等のため退院が困難であると認められたと

き。

二 闘争，泥酔又は著しい不行跡によって事故を起したと

認められたとき。

三 正当な理由がなくて，療養に関する指揮に従わないと

き。

四 詐欺その他不正な行為により，療養の給付を受け，又

は受けようとしたとき。

（入院）

第11条 保険医療機関は，患者の入院に関しては，療養上必

要な寝具類を具備し，その使用に供するとともに，その病

状に応じて適切に行い，療養上必要な事項について適切な

注意及び指導を行わなければならない。

� 保険医療機関は，病院にあっては，医療法の規定に基づ

き許可を受け，若しくは届出をし，又は承認を受けた病床

の数の範囲内で，診療所にあっては，同法の規定に基づき

許可を受け，若しくは届出をし，又は通知をした病床数の

範囲内で，それぞれ患者を入院させなければならない。た

だし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この

限りでない。

（看護）

第11条の� 保険医療機関は，その入院患者に対して，患者

の負担により，当該保険医療機関の従業者以外の者による

看護を受けさせてはならない。

� 保険医療機関は，当該保険医療機関の従業者による看護

を行うため，従業者の確保等必要な体制の整備に努めなけ

ればならない。

（報告）

第11条の� 保険医療機関は，厚生労働大臣が定める療養の

給付の担当に関する事項について，地方厚生局長又は地方

厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。

� 前項の規定による報告は，当該保険医療機関の所在地を

管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合に

おいては，当該分室を経由して行うものとする。

第�章 保険医の診療方針等

（診療の一般的方針）

第12条 保険医の診療は，一般に医師又は歯科医師として診

療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して，適確

な診断をもととし，患者の健康の保持増進上妥当適切に行

われなければならない。

（療養及び指導の基本準則）

第13条 保険医は，診療に当っては，懇切丁寧を旨とし，療

養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならな

い。

（指導）

第14条 保険医は，診療にあたっては常に医学の立場を堅持

して，患者の心身の状態を観察し，心理的な効果をも挙げ

ることができるよう適切な指導をしなければならない。

第15条 保険医は，患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想

のかん養に努め，適切な指導をしなければならない。

（転医及び対診）

第16条 保険医は，患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわ

たるものであるとき，又はその診療について疑義があると

きは，他の保険医療機関へ転医させ，又は他の保険医の対

診を求める等診療について適切な措置を講じなければなら

ない。

（診療に関する照会）

第16条の� 保険医は，その診療した患者の疾病又は負傷に

関し，他の保険医療機関又は保険医から照会があった場合

には，これに適切に対応しなければならない。

（施術の同意）
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基本診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて（抄)
（令 4. 3. 4 保医発0304 2）

標記については，本日，「診療報酬の算定方法の一部を改

正する件」（令和�年厚生労働省告示第54号）の告示に伴い，

「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和�年厚

生労働省告示第55号）が告示され，令和�年�月�日より適

用されることとなったところであるが，保険医療機関からの

届出を受理する際には，下記の事項に留意の上，貴管下の保

険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り，その取扱

いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。

なお，従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関

する手続きの取扱いについて」（令和�年�月�日保医発

0305第�号）は，令和�年�月31日限り廃止する。

記

第� 基本診療料の施設基準等

基本診療料の施設基準等については，「基本診療料の施

設基準等の一部を改正する件」による改正後の「基本診療

料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第62号）に定

めるものの他，下記のとおりとし，下記の施設基準等を歯

科診療について適用する場合にあっては，必要に応じて，

当該基準等中「医師」とあるのは，「歯科医師」と読み替

えて適用するものとすること。

� 初・再診料の施設基準等は別添�のとおりとするこ

と。

� 入院基本料等の施設基準等は別添�（略）のとおりと

すること。

� 入院基本料等加算の施設基準等は別添�のとおりとす

ること。

� 特定入院料の施設基準等は別添�（略）のとおりとす

ること。

� 短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添�（略）の

とおりとすること。

� 基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する

診療科については，医療法施行令（昭和23年政令第326

号）及び医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）の

規定に基づき，当該診療科名に他の事項を組み合わせて

標榜する場合も含むものであること。

� 診療等に要する書面等は別添�（略）のとおりである

こと。

なお，当該書面による様式として示しているものは，

参考として示しているものであり，示している事項が全

て記載されている様式であれば，別添�の様式と同じで

なくても差し支えないものであること。

また，当該様式の作成や保存方法等に当たっては，医

師事務作業の負担軽減等の観点から各保険医療機関にお

いて工夫されたい。

� 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは，従事

者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定す

る休業（以下「産前産後休業」という。），育児休業，介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成�年法律第76号。以下「育児・介護休業法」

という。）第�条第�号に規定する育児休業（以下「育

児休業」という。），同条第�号に規定する介護休業（以

下「介護休業」という。）又は育児・介護休業法第23条

第�項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若

しくは育児・介護休業法第24条第�項の規定により同項

第�号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる

措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」とい

う。）を取得中の期間において，当該施設基準等におい

て求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換

算後の人員数を原則として含めるものであること。

また，正職員として勤務する者について，育児・介護

休業法第23条第�項若しくは第�項又は第24条の規定に

よる措置が講じられ，当該労働者の所定労働時間が短縮

された場合にあっては，週30時間以上の勤務で常勤扱い

とすること。

第� 届出に関する手続き

� 「基本診療料の施設基準等」に係る届出に際しては，

特に規定のある場合を除き，当該保険医療機関単位で行

うものであること。

� 「基本診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準

に係る届出を行おうとする保険医療機関の開設者は，当

該保険医療機関の所在地の地方厚生（支）局長に対し

て，別添�の当該施設基準に係る届出書（届出書添付書

類を含む。以下同じ。）を�通提出するものであること。

なお，国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の

委任が行われているときは，病院の管理者が届出書を提

出しても差し支えない。また，当該保険医療機関は，提

出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

� 届出書の提出があった場合は，届出書を基に，「基本

診療料の施設基準等」及び本通知の第�に規定する基準

に適合するか否かについて要件の審査を行い，記載事項

等を確認した上で受理又は不受理を決定するものである

こと。また，補正が必要な場合は適宜補正を求めるもの

とする。なお，この要件審査に要する期間は原則として

�週間以内を標準とし，遅くとも概ね�か月以内（提出

者の補正に要する期間を除く。）とするものであること。

� 届出に当たっては，当該届出に係る基準について，特

に規定する場合を除き，届出前�か月の実績を有してい

ること。ただし，次に掲げる入院料に係る実績について

は，それぞれ以下に定めるところによること。なお，特

に規定するものの他，単なる名称変更，移転等で実体的

に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものにつ

いては実績を要しない。

精神科急性期治療病棟入院料，精神科救急急性期医療

入院料及び精神科救急・合併症入院料の施設基準につい

ては届出前�か月，回復期リハビリテーション病棟入院

料�，回復期リハビリテーション病棟入院料�，回復期

リハビリテーション病棟入院料�及び回復期リハビリ

テーション病棟入院料�の施設基準については届出前�

か月，地域移行機能強化病棟入院料の施設基準について

は届出前�年間の実績を有していること。

� 基本診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機

関が，次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出

の受理は行わないものであること。
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⑴ 当該届出を行う前�か月間において当該届出に係る

事項に関し，不正又は不当な届出（法令の規定に基づ

くものに限る。）を行ったことがある保険医療機関で

ある場合。

⑵ 当該届出を行う前�か月間において療担規則及び薬

担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める

掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号）に違

反したことがある保険医療機関である場合。

⑶ 当該届出を行う前�か月間において，健康保険法

（大正11年法律第70号）第78条第�項（同項を準用す

る場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）（以下「高齢者医療確保法」

という。）第72条第�項の規定に基づく検査等の結果，

診療内容又は診療報酬の請求に関し，不正又は不当な

行為が認められた保険医療機関である場合。なお，

「診療内容又は診療報酬の請求に関し，不正又は不当

な行為が認められた場合」とは，「保険医療機関及び

保険医等の指導及び監査について」（平成12年�月31

日保発第105号厚生省保険局長通知）に規定する監査

要綱に基づき，戒告若しくは注意又はその他の処分を

受けた場合をいうものとする。

⑷ 地方厚生（支）局長に対して当該届出を行う時点に

おいて，厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び

医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法（平

成18年厚生労働省告示第104号）に該当している保険

医療機関である場合。

� 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し，次の

受理番号を決定し，提出者に対して受理番号を付して通

知するとともに，審査支払機関に対して受理番号を付し

て通知するものであること。なお，入院基本料等区分が

あるものについては，区分も付して通知すること。

（中略）

外来感染対策向上加算 （外来感染）第 号

連携強化加算 （連携強化）第 号

サーベイランス強化加算 （サ強化）第 号

栄養サポートチーム加算 （栄養チ）第 号

医療安全対策加算� （医療安全�）第 号

医療安全対策加算� （医療安全�）第 号

感染対策向上加算� （感染対策�）第 号

感染対策向上加算� （感染対策�）第 号

感染対策向上加算� （感染対策�）第 号

（中略）

後発医薬品使用体制加算� （後発使�）第 号

後発医薬品使用体制加算� （後発使�）第 号

後発医薬品使用体制加算� （後発使�）第 号

病棟薬剤業務実施加算� （病棟薬�）第 号

病棟薬剤業務実施加算� （病棟薬�）第 号

（略）

� 各月の末日までに要件審査を終え，届出を受理した場

合は，翌月の�日から当該届出に係る診療報酬を算定す

る。また，月の最初の開庁日に要件審査を終え，届出を

受理した場合には当該月の�日から算定する。なお，令

和�年�月20日までに届出書の提出があり，同月末日ま

でに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて

は，同月�日に遡って算定することができるものとす

る。

� 届出の不受理の決定を行った場合は，速やかにその旨

を提出者に対して通知するものであること。

第� 届出受理後の措置等

� 届出を受理した後において，届出の内容と異なった事

情が生じ，当該施設基準を満たさなくなった場合又は当

該施設基準の届出区分が変更となった場合には，保険医

療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであ

ること。また，病床数に著しい増減があった場合にはそ

の都度届出を行うものであること（病床数の著しい増減

とは，病棟数の変更や，病棟の種別ごとの病床数に対し

て�割以上の病床数の増減があった場合等のことである

が，これに該当しない病床数の変更の場合であっても，

病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合

には，当然，変更の届出は必要である。）。

ただし，次に掲げる事項についての一時的な変動につ

いてはこの限りではない。

（略）

� �による変更の届出は，�のただし書の場合を除き，

届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月

に速やかに行うこと。その場合においては，変更の届出

を行った日の属する月の翌月（変更の届出について，月

の最初の開庁日に要件審査を終え，届出を受理された場

合には当該月の�日）から変更後の入院基本料等を算定

すること。ただし，面積要件や常勤職員の配置要件のみ

の変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を

含まない施設基準に係る場合には，当該施設基準を満た

さなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行

い，当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変

更後の入院基本料等を算定すること。

� 届出を受理した保険医療機関については，適時調査を

行い（原則として年�回，受理後�か月以内を目途），

届出の内容と異なる事情等がある場合には，届出の受理

の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

� 「基本診療料の施設基準等」に適合しないことが判明

した場合は，所要の指導の上，変更の届出を行わせるも

のであること。その上で，なお改善がみられない場合

は，当該届出は無効となるものであるが，その際には当

該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるもの

とすること。

� 届出を行った保険医療機関は，毎年�月�日現在で施

設基準の適合性を確認し，その結果について報告を行う

ものであること。

� 地方厚生（支）局においては，届出を受理した後，当

該届出事項に関する情報を都道府県に提供し，相互に協

力するよう努めるものとすること。

� 届出事項については，被保険者等の便宜に供するた

め，地方厚生（支）局において閲覧（ホームページへの

掲載等を含む。）に供するとともに，当該届出事項を適

宜とりまとめて，保険者等に提供するよう努めるもので

あること。また，保険医療機関においても，保険医療機

関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）

及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養

の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和58年厚生

省告示第14号）の規定に基づき，院内の見やすい場所に

届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

（掲示例）

⑴ 入院患者数42人の一般病棟で，一般病棟入院基本料

の急性期一般入院料�を算定している病院の例

「当病棟では，�日に13人以上の看護職員（看護師
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特掲診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて（抄)
（令 4. 3. 4 保医発0304 3）

別添�

特掲診療料の施設基準等（抄）

第�の� ウイルス疾患指導料

� ウイルス疾患指導料の注�に規定する加算に関する施

設基準

⑴ ＨＩＶ感染者の診療に従事した経験を�年以上有す

る専任の医師が�名以上配置されていること。

⑵ ＨＩＶ感染者の看護に従事した経験を�年以上有す

る専任の看護師が�名以上配置されていること。

⑶ ＨＩＶ感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が�名

以上配置されていること。

⑷ 社会福祉士又は精神保健福祉士が�名以上勤務して

いること。

⑸ プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が

備えられていること。

� ウイルス疾患指導料の注�に関する施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについて」別添�の第�の�に掲げる情報通

信機器を用いた診療の届出を行っていること。

� 届出に関する事項

⑴ ウイルス疾患指導料の注�に関する施設基準に係る

届出は，別添�の様式�を用いること。

⑵ �の⑴から⑶までに掲げる医師，看護師，薬剤師及

び�の⑷に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏

名，勤務の態様（常勤・非常勤，専従・非専従，専

任・非専任の別）及び勤務時間を別添�の様式�を用

いて提出すること。

⑶ ウイルス疾患指導料の注�に関する施設基準につい

ては，情報通信機器を用いた診療の届出を行っていれ

ばよく，ウイルス疾患指導料として特に地方厚生(支)

局長に対して，届出を行う必要はないこと。

第�の� がん性疼痛緩和指導管理料

� がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準

当該保険医療機関内に，緩和ケアの経験を有する医師

が配置されていること。なお，緩和ケアの経験を有する

医師とは，次に掲げるいずれかの研修を修了した者であ

ること。

⑴ 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研

修会の開催指針」（平成29年12月�日付け健発1201第

�号厚生労働省健康局長通知）に準拠した緩和ケア研

修会（平成29年度までに開催したものであって，「が

ん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指

針」に準拠したものを含む。）

⑵ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会

（国立がん研究センター主催）等

� がん性疼痛緩和指導管理料の注�に関する施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについて」別添�の第�の�に掲げる情報通

信機器を用いた診療の届出を行っていること。

� 届出に関する事項

⑴ がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出

は，別添�の�を用いること。

⑵ がん性疼痛緩和指導管理料の注�に関する施設基準

については，情報通信機器を用いた診療の届出を行っ

ていればよく，がん性疼痛緩和指導管理料の注�とし

て特に地方厚生(支)局長に対して，届出を行う必要は

ないこと。

第�の� がん患者指導管理料

� がん患者指導管理料イに関する施設基準

⑴ 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師が

それぞれ�名以上配置されていること。

なお，診断結果及び治療方針の説明等を行う際には

両者が同席して行うこと。

⑵ ⑴に掲げる医師は，次に掲げるいずれかの研修を修

了した者であること。

ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア

研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会（平

成29年度までに開催したものであって，「がん診療

に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」

に準拠したものを含む。）

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修

会（国立がん研究センター主催）等

⑶ ⑴に掲げる看護師は，�年以上がん患者の看護に従

事した経験を有し，がん患者へのカウンセリング等に

係る適切な研修を修了した者であること。なお，ここ

でいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研

修とは，次の事項に該当する研修のことをいう。

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること

（600時間以上の研修期間で，修了証が交付されるも

のに限る。）。

イ がん看護又はがん看護関連領域における専門的な

知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修

であること。

ウ 講義及び演習により，次の内容を含むものである

こと。

( がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理

論及び医療制度等の概要

) 臨床倫理（告知，意思決定，インフォームド・

コンセントにおける看護師の役割）

$ がん看護又はがん看護関連領域に関するアセス

メントと看護実践

# がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族

の心理過程

/ セルフケアへの支援及び家族支援の方法

8 がん患者のための医療機関における組織的取組

とチームアプローチ

9 がん看護又はがん看護関連領域におけるストレ

スマネジメント

: コンサルテーション方法

エ 実習により，事例に基づくアセスメントとがん看

護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
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⑷ 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う

場合に，患者の希望に応じて，患者の心理状況及びプ

ライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるよ

うに備えていること。

⑸ 当該保険医療機関において，厚生労働省「人生の最

終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン」等の内容を踏まえ，適切な意思決定支援

に関する指針を定めていること。

� がん患者指導管理料ロに関する施設基準

⑴ 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師が

それぞれ�名以上配置されていること。

⑵ ⑴に掲げる医師は，�の⑵を満たすこと。

⑶ ⑴に掲げる看護師は，�の⑶を満たすこと。

⑷ 当該管理に従事する公認心理師については，�の⑵

のアに掲げる研修を修了した者であること。

⑸ 患者の希望に応じて，患者の心理状況及びプライバ

シーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備

えていること。

⑹ 平成31年�月�日から当分の間，以下のいずれかの

要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア 平成31年�月31日時点で，臨床心理技術者として

保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

� がん患者指導管理料ハに関する施設基準

⑴ 化学療法の経験を�年以上有する医師及び専任の薬

剤師がそれぞれ�名以上配置されていること。

⑵ ⑴に掲げる薬剤師は，�年以上薬剤師としての業務

に従事した経験及び�年以上化学療法に係る業務に従

事した経験を有し，40時間以上のがんに係る適切な研

修を修了し，がん患者に対する薬剤管理指導の実績を

50症例（複数のがん種であることが望ましい。）以上

有するものであること。

⑶ 患者の希望に応じて，患者の心理状況及びプライバ

シーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備

えていること。

� がん患者指導管理料ニに関する施設基準

⑴ ＢＲＣＡ�／�遺伝子検査の血液を検体とするもの

の施設基準に係る届出を行っていること。

⑵ 患者のプライバシーに十分配慮した構造の個室を備

えていること。

� がん患者指導管理料の注�に関する施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについて」別添�の第�の�に掲げる情報通

信機器を用いた診療の届出を行っていること。

� 届出に関する事項

⑴ がん患者指導管理料の施設基準に係る届出は，別添

�の様式�の�を用いること。

⑵ がん患者指導管理料の注�に関する施設基準につい

ては，情報通信機器を用いた診療の届出を行っていれ

ばよく，がん患者指導管理料の注�として特に地方厚

生（支）局長に対して，届出を行う必要はないこと。

⑶ 令和�年�月31日時点でがん患者指導管理料イの届

出を行っている保険医療機関については，令和�年�

月30日までの間に限り，�の⑸の基準を満たしている

ものとする（入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患

者に係る場合を除く。）。

第�の� 外来緩和ケア管理料

� 外来緩和ケア管理料に関する施設基準

⑴ 当該保険医療機関内に，以下の�名から構成される

緩和ケアに係るチーム（以下「緩和ケアチーム」とい

う。）が設置されていること。

ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師

イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師

ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師

エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師

なお，アからエまでのうちいずれか�人は専従であ

ること。ただし，当該緩和ケアチームが診療する患者

数が�日に15人以内である場合は，いずれも専任で差

し支えない。

また，注�に規定する点数を算定する場合は，以下

から構成される緩和ケアチームにより，緩和ケアに係

る専門的な診療が行われていること。

オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師

カ 精神症状の緩和を担当する医師

キ 緩和ケアの経験を有する看護師

ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師

⑵ 緩和ケアチームの構成員は，緩和ケア診療加算に係

る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えな

い。

また，悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性に鑑み

て，専従の医師にあっても，緩和ケア診療加算を算定

すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療

に影響のない範囲においては，専門的な緩和ケアに関

する外来診療を行って差し支えない。（ただし，専門

的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は，所定

労働時間の�分の�以下であること。）

⑶ ⑴のア又はオに掲げる医師は，悪性腫瘍の患者又は

後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治

療を主たる業務とした�年以上の経験を有する者であ

ること。なお，末期心不全の患者を対象とする場合に

は，末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主

たる業務とした�年以上の経験を有する者であっても

差し支えない。また，週�日以上常態として勤務して

おり，かつ，所定労働時間が週22時間以上の勤務を行

っている専任の非常勤医師（悪性腫瘍患者を対象とし

た症状緩和治療を主たる業務とした�年以上の経験を

有する医師に限る。）を�名組み合わせることにより，

常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤

医師が配置されている場合には，当該�名の非常勤医

師が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り，当

該基準を満たしていることとみなすことができる。

⑷ ⑴のイ又はカに掲げる医師は，�年以上がん専門病

院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する

者であること。また，イに掲げる医師については，週

�日以上常態として勤務しており，かつ，所定労働時

間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医

師（�年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療

に従事した経験を有する医師に限る。）を�名組み合

わせることにより，常勤医師の勤務時間帯と同じ時間

帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には，

当該�名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事

する場合に限り，当該基準を満たしていることとみな

すことができる。

⑸ ⑴のア，イ，オ及びカに掲げる医師のうち，悪性腫

瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合に

782 施設基準
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812 記載要領等

記
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等



調剤行為名称等の略号

調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の記載要領 813

記

載

要

領

等



調剤報酬明細書

調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の記載要領 819

記

載

要

領

等



（ア）

アーチスト錠1.25mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀175
アーチスト錠2.5mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀175
アイケアミニ点眼液0.3％㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
アイセントレス錠400mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アイソボリン点滴静注用25mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀185
アイソボリン点滴静注用100mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀185
アイモビーグ皮下注㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀308
アガルシダーゼ アルファ製剤㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40,98
アガルシダーゼ アルファ製剤（薬剤料）医

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀514
アガルシダーゼ ベータ製剤㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40,98
アガルシダーゼ ベータ製剤（薬剤料）医

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀514
アカルボースOD錠50mg「タイヨー」㌀㌀㌀194
アカルボースOD錠50mg「テバ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀223
アカルボースOD錠50mg「マイラン」㌀㌀㌀204
アカルボースOD錠100mg「タイヨー」㌀194
アカルボースOD錠100mg「テバ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀223
アカルボースOD錠100mg「マイラン」㌀204
アカルボース錠50mg「BMD」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠50mg「JG」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠50mg「NS」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠50mg「TCK」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀223
アカルボース錠50mg「YD」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠50mg「サワイ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠50mg「タイヨー」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
アカルボース錠50mg「テバ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀223
アカルボース錠50mg「日医工」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠50mg「マイラン」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「BMD」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「JG」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「NS」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「TCK」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀223
アカルボース錠100mg「YD」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「サワイ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「タイヨー」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
アカルボース錠100mg「テバ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀223
アカルボース錠100mg「日医工」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アカルボース錠100mg「マイラン」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
アキャルックス点滴静注250mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
悪性腫瘍特異物質治療管理料医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀332
悪性腫瘍特異物質治療管理料歯㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀571
アクテムラ点滴静注用80mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
アクテムラ点滴静注用200mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
アクテムラ点滴静注用400mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク
ター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀220

アクテムラ皮下注162mgシリンジ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀220
アクトスOD錠15㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
アクトスOD錠30㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
アクトス錠15㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
アクトス錠30㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
アクプラ静注用10mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
アクプラ静注用50mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
アクプラ静注用100mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
アコファイド錠100mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀153,220
アジスロマイシンカプセル小児用100mg
「JG」 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシンカプセル小児用100mg
「SN」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシンカプセル小児用100mg「Ｔ
ＣＫ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀227

アジスロマイシンカプセル小児用100mg
「YD」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン細粒10％小児用「KN」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224

アジスロマイシン細粒小児用10％「JG」 224

アジスロマイシン細粒小児用10％「SN」224
アジスロマイシン細粒小児用10％「ＴＣＫ」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀227

アジスロマイシン細粒小児用10％「YD」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224

アジスロマイシン細粒小児用10％「トーワ」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀231

アジスロマイシン錠250mg「ＣＨＭ」㌀㌀㌀㌀228
アジスロマイシン錠250mg「DSEP」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「F」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「JG」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「KN」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「KOG」㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「NP」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「SN」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「ＴＣＫ」㌀㌀㌀㌀227
アジスロマイシン錠250mg「YD」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「アメル」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「サンド」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「タカタ」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「テバ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「日医工」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠250mg「わかもと」㌀224
アジスロマイシン錠500mg「トーワ」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン錠500mg「日医工」㌀㌀㌀㌀224
アジスロマイシン小児用細粒10％「タカタ」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224

アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224

亜硝酸アミル（調剤料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀521
アジョビ皮下注㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀309
アジルバ顆粒�％㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀310
アスピリン錠100「KN」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「JG」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「ZE」 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「タイヨー」㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「日医工」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「マイラン」㌀㌀㌀㌀192
アスピリン腸溶錠100mg「メルク」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスファネート錠81mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
アスホターゼ アルファ製剤（在宅自己注射
指導管理料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀484
アスホターゼ アルファ製剤（薬剤料）医

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀514
アスホターゼ アルファ製剤㌀㌀㌀㌀40,95,96,98
アセナピンマレイン酸塩（処方料）医㌀㌀㌀㌀523
アセリオ静注液1000mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀222
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL
「MA」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL
「FKB」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL
「第一三共」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀305
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL
「MA」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL
「FKB」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL
「第一三共」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀305
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL
「MA」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL
「FKB」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第
一三共」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀305
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL

「MA」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312
アダリムマブ製剤㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40,95,96,97,191
アダリムマブ製剤（在宅自己注射指導管理
料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀484
アダリムマブ製剤（薬剤料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀514
アディノベイト静注用500㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用1000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用2000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用キット250㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用キット500㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用キット1000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用キット1500㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀275
アディノベイト静注用キット2000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
アディノベイト静注用キット3000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀275
アドシルカ錠20mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀197
アドセトリス点滴静注用50mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272
アドベイト静注用キット250㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
アドベイト静注用キット500㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
アドベイト静注用キット1000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
アドベイト静注用キット1500㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
アドベイト静注用キット2000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
アドベイト静注用キット3000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
アドレナリン製剤㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40,95,96,97
アドレナリン製剤（在宅自己注射指導管理
料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀482,484
アドレナリン製剤（薬剤料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀514
アバタセプト製剤㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40,95,96,97
アバタセプト製剤（在宅自己注射指導管理
料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀482,484
アバタセプト製剤（薬剤料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀514
アピスタンディン注射用20μg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀210
アピドラ注100単位/mL㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀196
アピドラ注カート㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀196
アピドラ注ソロスター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀196
アプリンジン（特定薬剤治療管理料）医㌀329
アプレピタントカプセル80mg「NK」㌀㌀㌀289
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」289
アプレピタントカプセル125mg「NK」㌀㌀289
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀289

アプレピタントカプセルセット「NK」㌀㌀289
アプレピタントカプセルセット「サワイ」
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀289

アベクマ点滴静注㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀316
アポカイン皮下注30mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀215
アボネックス筋注30μgペン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀226
アポモルヒネ塩酸塩製剤㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40,95,96,97
アポモルヒネ塩酸塩製剤（在宅自己注射指導
管理料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀484
アポモルヒネ塩酸塩製剤（薬剤料）医㌀㌀㌀㌀514
アボルブカプセル0.5mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀233
アマージ錠2.5mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀189
アマリール0.5mg錠㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
アマリール�mg錠㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀170
アマリール�mg錠㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀170
アマリールOD錠0.5mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
アマリールOD錠�mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀212
アマリールOD錠�mg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀212
アミオダロン（特定薬剤治療管理料）医㌀329
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」㌀187
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」㌀187
アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」㌀187
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」㌀187
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」187
アミティーザカプセル12μg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
アミティーザカプセル24μg㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
アミトリプチリン塩酸塩（処方料）医㌀㌀㌀㌀523
アミノ配糖体抗生物質（特定薬剤治療管理
料）医㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀329,330

索 引（ア） 965

索

引

索 引
項目の記載頁は通常の専用数字で示してあるが，その項目が調剤報酬点数表で主要項目として掲げられている頁はゴシック体（太字）で示し

た。また，関係法規・通知に関する頁はイタリック体（斜字）で示した。

なお，医科・歯科の診療報酬点数表中の診療行為項目については，項目名の末尾に◯医・◯歯と表記した。




